
清
代
前
期
に
お
け
る
園
家
と
銭

足

立

啓

一一一一
一四

銭

法

不

通

銭
需
要
と
銭
供
給

園
家
的
支
抽
怖
い
と
銭

銭

の

一

丹

生

銭

法

不

通
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通
常
銭
経
済
か
ら
銀
経
済
へ
の
移
行
過
程
と
考
え
ら
れ
て
い
る
明
清
期
が
、

通
じ
て
、
園
家
的
支
排
い
に
よ
っ
て
裏
附
け
ら
れ
て
い
た
従
来
の
銭
が
、
新
し
い
機
能
的
意
義
を
獲
得
し
て
ゆ
く
と
い
う
展
望
を
、
若
干
の
小

(
1
)
 

稿
を
通
じ
て
提
示
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
先
稿
の
結
論
を
と
り
ま
と
め
た
上
で
、
明
代
後
期
1
清
代
前
期
に
お
け
る
銭
流
通
の
展
開
を
、
と
り

わ
け
て
園
家
と
の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
、
先
に
提
示
し
た
展
望
の
一
部
と
し
た
い
。

一
五
世
紀
中
期
か
ら
、
銭
流
通
は
極
度
の
混
凱
に
陥
る
。
制
銭
と
奮
鎮
の
栢
劉
的
に
安
定
的
な
流
通
は
、
私
鋳
銭
に
取
っ
て
代
ら
れ
、
私
鋳

銭
の
な
か
で
も
よ
り
低
品
位
な
銭
へ
と
、
庭
質
化
が
謹
む
。
銭
行
使
圏
は
、
一
鯨
あ
る
い
は

一
鎮
ご
と
、
あ
る
い
は
都
市
内
の
坊
郭
ご
と
に
分

裂
し
、
特
定
の
銭
が
局
地
内
で
選
好
さ
れ
、
か
つ
選
好
さ
れ
る
銭
自
身
が
、
地
域
内
で
も
出
演
動
を
繰
り
返
す
と
い
う
不
安
定
な
吠
態
に
た
ち
至

る
。
京
師
か
ら
始
り
、
次
第
に
地
方
へ
と
績
が
っ
た
こ
の
銭
法
解
鐙
の
中
で
、
多
く
の
銭
不
行
使
地
域
が
表
面
化
す
る
。
銀
行
使
が
ま
が
り
な

一
面
で
は
む
し
ろ
銭
流
通
の
旗
大
過
程
で
あ
り
、
こ
の
過
程
を

671 
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り
に
も
存
繍
し
た
の
は
、
京
師
を
始
め
と
す
る
沼
海
諸
省
の
み
で
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
子
安
貝
行
使
地
で
あ
っ
た
雲
南
な
ど
進
境
地
域
だ
け
で

は
な
く
、
江
西
省
や
山
西
省
な
ど
比
較
的
先
進
地
に
近
い
地
方
も
含
め
、
大
半
の
地
で
は
、
銭
で
は
な
く
低
品
位
の
銀
や
米
穀

・
盟
な
ど
が
流

通
手
段
と
さ
れ
て
い
た
。
従
来
か
ら
鎮
の
流
通
し
て
い
た
地
方
で
も
、
銭
は
多
様
な
貨
幣
諸
機
能
の
幾
っ
か
を
喪
失
し
、
流
通
停
止
に
陥
る
地

域
も
生
ま
れ
る
。
銭
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
来
は
銭
が
流
通
し
て
い
た
地
域
も
含
め
て
、

銭
へ
の
信
任
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
銭
法
解
佳
の
過
程
は
、
江
南
折
糧
銀
に
始
り
、
明
朝
が
銀
財
政
に
移
行
し
て
い
く
過
程
と
、
時
期
的
に
一
鐙
の
闘
係
を
な
し
て
い
る
。

銭
お
よ
び
銭
建
て
通
貨
と
し
て
の
紗
は
、
園
家
財
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
自
僅
少
な
く
な
り
、
組
み
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ

れ
は
市
場
で
の
流
通
と
切
断
さ
れ
て
い
た
。
制
銭
非
流
通
の
篠
件
下
で
、
関
税
等
の
一
部
と
し
て
納
入
さ
れ
る
銭
も
、
賞
際
に
は
銀
建
て
納
入

の
う
え
、
金
融
業
者
に
よ
っ
て
制
銭
に
免
換
の
う
え
包
納
さ
れ
た
し
、
財
政
上
必
要
な
銭
は
、
直
裁
に
金
融
業
者
か
ら
銀
で
買
い
付
け
ら
れ

- 48ー

た
闇
家
的
支
梯
い
〈
悶
家
へ
の
支
排
い
と
、
園
家
か
ら
の
支
携
い
〉
か
ら
銭
を
排
除
し
た
こ
と
、
と
り
わ
け
圏
家
へ
の
支
梯
い
手
段
と
し
て
の
銭
使

(2
)
 

用
を
放
棄
し
た
こ
と
が
、

銭
信
任
の
解
健
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
嘗
時
の
政
策
家
の
聞
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
京
師
に
お
い
て
さ
え

銭
そ
の
も
の
の
流
通
が
停
止
す
る
と
い
う
事
態
に
際
し
、
王
家
昇
・
貌
時
亮
以
来
、
多
く
の
論
者
が
、
国
家
財
政
に
銭
を
組
み
入
れ
る
こ
と
が

(
3〉

銭
法
疏
通
の
篠
件
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
快
西
道
御
史
宮
崎
麿
鳳
は
言
う
。

官
の
之
を
民
に
給
す
る
が
如
き
は
、
則
ち
銀
銭
参
用
し
、
民
の
之
を
官
に
職
す
る
が
如
き
は
、
則
ち
壷
く
其
の
銭
を
去
る
。
夫
れ
上
の
必

ず
棄
つ
る
所
、
其
の
下
を
強
令
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
誰
か
則
ち
之
に
臨
時
せ
ん
。
:
:
:
調
え
ら
く
、
宜
し
く
京
城
直
省
の
各
官
司
に
通
行

し
、
凡
そ
房
脱
税
賭
よ
り
、
以
て
存
留
起
運
銭
糧
に
及
ぶ
ま
で
、

(
4
)
 

願
炎
武
の
言
を
借
り
る
な
ら
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
切
の
牧
支
徴
解
は
、
倶
に
銀
銭
相
い
粂
ね
し
む
べ
し
。

今
の
銭
は
則
ち
下
り
て
上
ら
ず
。
偽
銭
の
日
び
に
普
く
所
以
に
し
て
、
制
銭
の
日
び
に
塞
が
る
は
、
未
だ
必
ず
し
も
此
に
由
ら
ず
ん
ば
あ



ら
ざ
る
な
り
。
請
う
ら
く
は
、
略
ぼ
前
代
の
制
に
倣
い
、
凡
そ
州
豚
の
存
留
支
放
は
、

一
切
銭
を
以
て
之
に
代
え
ん
。

事
賓
こ
の
観
貼
か
ら
、
牧
銭
の
令
が
幾
度
か
下
さ
れ
た
。
成
化
元
年
七
月
の
疏
通
銭
法
の
詔
は
、
銭
法
解
睦
の
初
期
に
、
幾
度
か
の
論
議
の

(
5〉

後
に
出
さ
れ
た
、
従
来
紗
だ
て
徴
牧
で
あ
っ
た
課
税
に
銭
を
繰
り
込
む
と
の
表
明
で
あ
っ
た
し
、
高
暦
四
年
四
月
に
は
、
戸
科
給
事
中
周
一
良
寅

(

6

)

(

7

〉

の
請
に
従
い
、
存
留
銭
糧
を
銀
銭
粂
放
と
す
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
も
幾
度
か
牧
銭
の
令
が
下
さ
れ
る
が
、
『
欽
定
績
文

献
逼
考
』
が
、
高
暦
一
八
年
六
月
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
先
の
祷
雁
鳳
の
奏
疏
が
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
朕
況
を
前
に
総
括
し
て
い
る

(
8〉

よ
う
に
、
再
三
出
さ
れ
た
牧
銭
の
令
は
具
文
に
終
り
、
折
銀
の
流
れ
は
不
獲
で
あ
っ
た
。(

9〉

園
家
の
制
銭
供
給
不
充
分
を
銭
法
解
鐙
の
原
因
と
す
る
議
論
も
、
時
に
見
受
け
ら
れ
る
。
確
か
に
明
朝
の
鐸
銭
活
動
は
総
じ
て
低
調
で
、
宜

徳
逼
賓
の
後
、
銀
財
政
へ
の
移
行
と
と
も
に
、
暫
く
停
鋳
が
績
く
。
弘
治
通
賓
の
鋳
造
は
短
く
、
嘉
靖
期
の
鋳
銭
も
不
安
定
で
量
的
に
も
決
し

て
多
く
な
い
。
こ
の
結
果
、
市
場
に
お
け
る
流
通
手
段
は
、

一
時
は
極
度
な
低
品
位
銭
に
一
元
化
さ
れ
、
園
家
へ
の
局
部
的
支
排
い
に
の
み
、
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市
場
か
ら
切
断
さ
れ
た
制
鏡
が
機
能
す
る
よ
う
な
事
態
ま
で
生
ま
れ
た
。

(
山
山
〉

(
U〉

高
暦
期
に
は
鐸
銭
一
意
欲
は
上
向
く
。
高
暦
四
年
に
始
め
ら
れ
た
高
暦
逼
賓
の
鋳
造
は
、
四
月
よ
り
各
省
一
健
闘
簿
へ
と
援
大
さ
れ
た
。
時
機

(
m
M
)
 

尚
早
の
こ
の
全
園
開
鋳
策
は
、
銭
の
全
く
流
通
し
て
い
な
い
多
く
の
地
域
を
前
に
、
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
迭
に
一

O
年
三
月

(

日

)

に
、
市
中
で
は
二

O
文
で
銀
一
分
に
過
ぎ
な
い
新
鋳
銭
を
一

O
文
一
分
の
官
債
で
支
給
し
た
こ
と
を
引
き
金
に
漸
江
兵
襲
が
護
生
し
、
九
月
に

(
U
)
 

は
皇
太
子
誕
生
の
大
赦
と
と
も
に
、
全
園
的
集
銭
は
停
止
さ
れ
た
。

(日
)

(

M

U

〉

増
結
蹄
は
寓
暦
一
一
一
一
年
の
一
五
蔦
錠
鋳
造
の
命
よ
り
始
り
、
二
七
年
・
二
八
年
以
来
の
増
鋳
策
に
よ
っ
て
本
格
化
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
南
京

(

げ

)

(

凶

)

で
は
、
二

0
年
代
を
遁
じ
て
績
々
と
増
壇
さ
れ
、
つ
い
に
三

0
年
代
前
半
に
は
六

O
O座
に
達
し
、
南
京
域
内
だ
け
で
な
く
周
過
の
地
域
へ
流

(ω) 

出
・
供
給
さ
れ
て
い
っ
た
。
他
の
地
方
で
も
二
八
年
に
湖
康
、
三
三
年
に
貴
州
な
ど
で
開
盛
岡
さ
れ
る
に
至
る
。
園
用
不
足
を
補
う
た
め
の
、
限

り
あ
る
銅
材
を
追
っ
て
の
増
露
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
増
鋳
策
も
輿
り
、
明
代
後
期
に
は
、
私
鋳
銭
だ
け
で
な
く
、
制
銭
も
あ
る
程
度
の

673 

地
域
に
お
い
て
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
を
果
す
よ
う
に
な
る
。
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(
刊
山
)

明
の
最
末
期
を
除
け
ば
、
京
師
を
中
心
と
し
て
明
朝
の
制
銭
は
公
定
の
銭
債
を
維
持
し
た
と
の
見
方
が
あ
り
、
清
初
の
銭
債
設
定
に
際
し
て

も
、
明
朝
の
比
慣
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。
し
か
し
制
銭
は
寓
暦
以
降
に
な
っ
て
も
、
決
し
て
公
定
の
比
債
を
保
ち
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
暦

(
幻
)

一
三
年
に
は
、
-
初
鋒
の
時
に
一

O
文
一
分
と
規
定
さ
れ
た
寓
暦
金
背
が
五
文
一
分
と
な
り
、
都
市
の
銭
生
活
者
に
困
難
を
来
し
て
い
た
し
、
宮
内

一
銭
六
六
文
の
市
債
と
弟
離
を
し
、
一
商
人
へ
の
搭
放
に
不
都
合
を
生
ん

暦
三
九
年
に
は
逆
に
、
二
七
年
に
一
銭
五

O
文
と
規
定
し
た
官
債
が
、

(
勾
〉

で
い
た
。
園
家
に
は
比
債
を
設
定
し
維
持
す
る
能
力
は
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
の
銭
が
、
園
家
の
信
任
に
よ
っ
て
通
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
事
態
が
あ
る
。
政
治
不
安
が
銭
債
を
失
墜
さ
せ
る
と
い

ぅ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
そ
れ
は
示
さ
れ
る
。
天
啓
期
よ
り
明
確
に
銭
質
を
低
下
さ
せ
つ
つ
も
、
山
町
間
頑
初
期
ま
で
は
破
局
を
む
か
え
ず
に
い
た

銭
債
は
、
明
王
朝
の
先
の
み
え
た
崇
禎
中
に
下
落
し
、
王
朝
崩
壊
と
と
も
に
素
材
債
値
を
割
り
込
ん
で
、
車
な
る
銅
材
以
下
と
し
て
し
か
許
債

(
お
)

さ
れ
な
く
な
る
。
清
朝
成
立
嘗
初
も
、
順
治
銭
は
容
易
に
信
任
さ
れ
ず
、

(
U
A
)
 

暴
溶
す
る
。

一
旦
値
が
付
き
始
め
た
清
朝
の
制
銭
も
、
三
藩
の
凱
護
生
と
と
も
に

- 50ー

し
か
し
こ
れ
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
は
、
銭
が
園
家
信
任
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
た
た
め
と
い
う
よ
り
、
王
朝
崩
壊
に
よ
っ
て
銭
の
通
用
力

が
行
政
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
た
、
市
場
に
お
け
る
投
機
的
な
銭
信
任
の
消
滅
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
貫
、
通
行
停
止
し
た
銭

も
、
や
が
て
再
生
す
る
)
同
様
な
事
態
は
、
明
朝
盛
期
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
蔦
暦
一
帝
の
死
去
は
、
精
力
を
こ
め
て
鋳
造
さ
れ
て
き
た
寓
暦

(

お

〉

(

お

)

銭
を
一
時
的
に
棄
物
と
し
た
し
、
高
暦
一
五
年
に
は
、
嘉
靖
金
背
が
突
如
市
場
で
通
用
し
な
く
な
る
。

制
銭
そ
の
も
の
が
園
家
的
信
任
を
離
れ
て
、
園
家
の
一
意
に
反
し
、
信
任
と
不
信
任
を
繰
り
返
す
こ
と
の
典
型
は
、
衣
の
事
態
に
見
ら
れ
る
。

世
廟
制
銭
、
金
貝
と
固
い
、
旋
溢
と
日
う
。
銭
は
一
な
り
。
圏
径
厚
薄
同
じ
、
銅
液
を
範
す
る
同
じ
、
制
文
同
じ
。
泉
府
之
を
高
下
す
る

能
わ
ず
。
初
時
、
旋
法
盛
行
し
、
市
擦
の
貿
易
は
、
唯
だ
旋
濯
も
て
准
と
魚
す
。
如
し
貫
銭
内
に
、
偶
ま
一
金
貝
、
其
中
に
劃
わ
れ
ば
、

則
ち
謹
別
し
て
之
を
出
し
、
旋
謹
と
問
答
す
る
を
得
ず
。
人
の
金
貝
を
見
る
や
、
則
ち
銅
も
て
之
を
覗
る
。
:
:
:
曾
ち
未
だ
三
年
な
ら
ず

し
て
、
金
貝
復
た
盛
行
す
。
民
開
積
む
所
の
施
迭
は
、
則
ち
之
を
破
笥
中
に
織
る
。
余
因
り
て
諸
を
市
人
に
聞
い
て
日
く
、
銭
は
金
貝
精



な
る
か
、
と
。

日
く
、

日
く
、
市
行
せ
ず
、
故
に
行
せ
ず
、
と
。
日
く
、
擦
り
ど
こ

〈

幻

)

日
く
、
無
し
、
と
。
嵯
夫
世
の
擦
る
所
無
く
し
て
用
舎
す
る
者
は
、
濁
り
銭
の
み
な
る
か
な
。
・
:

一
な
り
、
と
。
奈
何
な
れ
ば
旋
濯
を
行
せ
ず
、
と
。

ろ
有
る
か
、
と
。

こ
こ
に
は
、
園
家
的
信
任
か
ら
も
、
そ
の
素
材
債
値
す
ら
も
離
れ
て
、
流
通
圏
内
部
の
記
瞭
と
し
て
の
み
信
任
さ
れ
て
い
る
銭
の
姿
が
、
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
。

狭
溢
な
地
域
内
の
銭
信
任
を
左
右
す
る
の
は
、
一
該
地
の
金
融
業
者
達
で
あ
っ
た
。
通
行
銭
種
の
不
時
の
襲
動
は
彼
等
の
操
作
に
よ
る
も
の
と

(
叩
ぬ
)

さ
れ
、
し
ば
し
ば
取
締
り
の
封
象
と
な
っ
た
。
銭
の
行
・
不
行
が
彼
等
の
悉
意
に
よ
っ
た
と
い
う
嘗
時
の
評
債
は
過
大
か
も
し
れ
な
い
が
、
園

家
的
支
梯
い
に
裏
附
け
ら
れ
る
信
任
を
銭
が
失
っ
た
時
、
地
域
内
の
免
換
機
能
を
掌
握
し
、
外
部
か
ら
の
貨
幣
流
入
を
掌
握
し
、
市
場
と
切
断

(
m
m
)
 

さ
れ
た
園
家
へ
の
銭
支
梯
い
も
措
嘗
す
る
地
域
の
金
融
業
者
達
の
信
任
に
よ
っ
て
し
か
、
銭
は
通
用
し
な
か
っ
た
。
市
場
に
よ
る
経
済
の
贋
域

的
統
合
が
不
充
分
で
あ
る
時
、
銭
行
使
の
範
園
は
局
地
的
な
も
の
と
な
り
、
不
安
定
性
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
候
件
の
下
で

は
、
不
安
定
な
銭
よ
り
も
、
米
穀
や
盟
・
布
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
と
同
じ
く
現
物
貨
幣
の
一
つ
で
あ
る
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
銀
の
方
が
、

よ
り
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素
朴
な
信
任
を
獲
得
し
易
か
っ
た
。

錦
、
を
財
政
の
基
軸
と
し
な
か
っ
た
時
代
に
、

局
地
的
銭
信
任
・
流
逼
不
安
定
・
私
銭
横
溢
・
現
物
貨
幣
の
盛
行
と
い
う
こ
と
自
憧
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
専
制
園
家
が

(ω) 

し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
銭
は
そ
の
素
材
債
値
に
よ
っ
て
常
に
、通
用
す
る
自
明
の
貨
幣
で
は
な
か
っ

た
。
園
家
の
信
任
に
よ
ら
ず
、
専
ら
市
場
の
流
通
手
段
と
し
て
康
範
な
信
任
を
確
保
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
本
格
的
に
新
し
い
意

義
を
持
つ
の
で
あ
る
。

さ
て
、
明
代
中
期
に
現
出
し
た
銭
の
不
行
使
と
分
裂
・
不
安
定
は
、
清
代
中
期
以
降
の
、
銭
の
康
範
で
大
量
な
流
通
と
掛
照
的
で
あ
る
。
清

代
後
期
に
な
る
と
、
既
に
銀
貨
の
箇
敷
梯
い
の
習
慣
が
庚
ま
っ
て
い
た
華
中
以
南
の
治
海
都
市
部
を
除
い
て
、
中
園
の
殆
ん
ど
の
地
域
は
銭
遣

(
む
)

い
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
中
園
は
用
銀
の
園
で
は
な
く
、
用
銅
の
閣
で
あ
っ
た
。
し
か
も
清
代
中
期
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
江
漸
な
ど
清
末
に
は
銀

(

沼

)

(

日

山

〉

貨
流
通
圏
と
な
っ
て
い
た
地
域
も
、
銭
遣
い
圏
で
あ
っ
た
。
既
に
、
潅
正
期
の
銭
問
題
に
つ
い
て
は
佐
伯
富
氏
の
詳
細
な
論
致
が
あ
り
、
乾
隆

675 
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(

川

品

)

期
に
急
激
に
進
ん
だ
銭
需
要
獄
大
と
銭
貨
に
つ
い
て
は
、
慰
問
田
明
伸
氏
の
等
論
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
多
く
の
事
賞
認
識
を
こ
れ
ら
に
負
い
な

が
ら
、
明
代
か
ら
の
展
望
の
中
で
、
清
中
期
の
銭
の
大
抜
大
期
に
至
る
ま
で
の
園
家
と
銭
の
閥
係
を
検
討
し
、
銭
流
通
抜
大
の
歴
史
的
一
意
義
を

考
え
る
。

銭
需
要
と
銭
供
給

清
代
中
期
以
降
の
康
範
な
銭
流
通
に
、
清
朝
に
よ
る
銭
銭
が
輿
り
、
そ
の
素
材
の
一
端
を
提
供
し
た
こ
と
は
事
買
で
あ
る
。
銭
需
要
の
抜
大

と、

鋳
造

・
供
給
の
歴
史
を
、
乾
隆
二

0
年
代
の
鋳
造
極
大
期
ま
で
、
時
期
を
区
分
し
な
が
ら
追
っ
て
み
よ
う
。

順
治
初

1
康
照
九
年

京
師
と
と
も
に
全
闘
的
な
銭
銭
が
追
求
さ
れ
、

そ
れ
が
首
面
放
棄
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
。
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鋳
造
差
盆
の
獲
得
が
、
銭
銭
の
重
要
な
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
内
庫
銀
や
紗
の
護
行
に
手
が
つ
け
ら

(

お

)

(

お
)

れ
る
ほ
ど
の
中
央
財
政
は
勿
論
、
地
方
で
も
嘗
初
安
定
し
た
徴
税
は
未
確
立
で
、
地
方
財
政
補
填
の
た
め
に
も
、

鋳
銭
は
重
視
さ
れ
、
差
盆
獲

(

日

出

)

(

お

〉

一
貫
し
た
公
然
た
る
鋳
造
理
由
で
あ
っ
た
。
戸
部
も
鋳
造
額
以
上
に
鋳
息
に
注
目
し
、
事
賞
、
多
く
の
資
料
は
鋳
息
報
告
と
し
て
残
さ

得
は
、

れ
て
い
る
。
鋳
造
動
機
に
お
い
て
も
、
こ

の
時
期
は
明
代
後
期
の
鋳
造
政
策
と
連
繍
性
を
持
つ
。

こ
の
鋳
造
動
機
は、

鋳
造
牧
支
の
計
算
方
法
と
鋳
出
銭
の
運
用
法
を
も
規
定
す
る
。
銅
材
は
上
質
品
で
一
斤
六
分
五
置
と
い
う
公
定
の
銅
債

で
強
制
的
に
買
い
上
げ
ら
れ
、

鋳
造
さ
れ
た
鋭
は

一
律

一
雨
一

0
0
0文
と
い
う
公
定
銭
債
で
兵
制
と
し
て
搭
放
さ
れ
、
こ
の
操
作
に
よ
っ

て
必
然
的
に
生
じ
る
利
盆
が
鋳
息
と
さ
れ
た
。
こ
の
カ
ラ
ク
リ
と
そ
の
問
題
性
は
、
康
照
八

1
九
年
の
地
方
鋳
造
停
止
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で

(

鈎

)

(

必

)

批
判
の
組
上
に
登
る
。
し
か
し
問
題
は
早
い
時
期
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
。

差
盆
を
め
ざ
す
強
い
鋳
造
意
欲
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
期
の
銅
材
供
給
は
困
難
で
あ
っ
た
。

雲
南
銅
の
産
出
は
未
だ
本
格
化
し
て
お
ら



ず
、
日
本
の
銅
も
、
鄭
氏
の
海
上
交
易
構
掌
握
に
よ
り
、
未
だ
順
調
に
は
中
園
に
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
銅
供
給
困
難
の
面
で
も
、
こ
の
期

の
鍔
銭
は
、
明
代
後
期
と
連
繍
性
を
持
つ
。
中
央
は
闘
差
へ
の
割
り
つ
け
に
よ
り
銅
を
確
保
し
た
が
、
地
方
の
安
定
供
給
は
困
難
で
あ
っ
た
。

一
帽
建
や
河
南
の
非
産
銅
地
に
お
い
て
は
、
主
要
に
は
銅
器
や
奮
銭
を
里
甲
に
割
り
つ
け
て
強
制
買
い
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
銅
を
確
保
し
た

〈

H
U
)

が
、
銅
器
・
蓄
鎮
の
捜
括
の
後
、
銅
確
保
は
困
難
に
陥
っ
た
。
東
洋
銅
・
濃
銅
の
買
い
付
け
の
相
射
的
に
容
易
な
江
南
の
地
で
さ
え
、
そ
れ
自

(
必
)

身
銅
材
確
保
に
苦
し
む
山
東
・
河
南
に
買
い
付
け
に
走
ら
ね
ば
な
ら
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。

銅
材
供
給
の
困
難
も
あ
っ
て
、
地
方
に
お
け
る
鋒
銭
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
華
北
箪
事
援
黙
に
お
け
る
盛
岡
造
か
ら
始
り
、
領
有
の
繍

(
M
M
)
 

大
と
と
も
に
全
園
に
贋
が
っ
た
鋳
銭
も
、
順
治
八
年
に
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
各
省
一
局
五

O
櫨
以
下
、
賓
泉
局
・
江
寧
局
各
一

O
O憧
と
な

(

斜

)

(

必

)

(

必

)

る
。
一

O
年
に
は
江
南
を
は
じ
め
三

O
四
座
が
復
設
さ
れ
た
が
、
順
治
一
四
年
九
月
に
は
停
鋳
の
決
定
と
な
り
、
一
一
月
か
ら
一
一
一
月
に
か
け

(

円

引

)

〈

組

制

〉

て
次
々
と
停
止
さ
れ
た
。
一
七
年
に
は
雲
南
開
鋳
を
含
め
て
各
省
再
聞
が
決
定
さ
れ
た
が
、
康
照
元
年
に
は
、
恐
ら
く
各
省
殆
ん
ど
貫
績
を
み

(

必

)

(

印

)

(

日

)

な
い
ま
ま
停
篤
と
な
る
。
康
照
六
年
に
決
定
さ
れ
た
再
開
鋳
は
、
淀
る
地
方
官
を
押
え
て
戸
部
の
主
導
の
も
と
に
寅
現
し
た
が
、
都
察
院
等
の

(

臼

)

(

臼

)

強
い
反
射
に
も
あ
っ
て
、
康
照
九
年
に
は
停
止
と
な
り
、
こ
の
の
ち
薙
正
期
に
至
る
ま
で
、
全
圏
一
斉
の
鍔
銭
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
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開
鋳
の
動
機
が
差
益
獲
得
で
あ
っ
た
時
、
停
措
婦
の
理
由
は
、
銭
債
の
貧
現
困
難
で
あ
っ
た
。
鋳
造
さ
れ
た
銭
は
、
到
底
、
期
待
通
り
の
債
格

で
は
市
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
順
治
初
期
の
全
園
開
鋳
政
策
に
お
い
て
も
、
銭
が
受
容
さ
れ
そ
う
も
な
い
雲
南
・
貴
州
・
四
川
・

贋

西
は
、
慎
重
に
針
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
し
、
盛
京
・
延
綬
で
も
、
開
察
後
ま
も
な
く
「
銭
文
は
向
お
急
需
に
非
ず
」
と
の
剣
断
か
ら
鋳
造
中

(

臼

)

止
と
な
り
、
以
後
復
活
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
周
漫
地
域
を
除
い
て
も
、
開
察
後
ま
も
な
く
銭
賎
あ
る
い
は
銭
過
剰
が
表
面
化

す
る
。
公
式
に
は
一
雨
一

O
O
O文
の
公
定
銭
慣
が
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
京
師
に
お
い
て
も
、
新
王
朝
の
威
力
が
一
時
的
に
強
制
力
を
護
鐸

(

白

山

)

(

田

山

)

し
た
順
治
初
頭
の
銭
貴
を
除
け
ば
、
か
な
り
の
低
銭
債
が
績
く
。
地
方
の
停
鋳
も
制
銭
の
非
受
容
、
銭
過
剰
、
銭
賎
を
理
由
と
し
て
い
た
。
順

(
貯
〉

治
八
年
の
各
省
壇
座
削
減
は
、
戸
部
向
書
車
克
に
よ
る
と
銭
の
翠
窒
の
た
め
で
あ
っ
た
。
順
治
一
四
年
の
地
方
全
面
停
第
は
、
「
銭
愈
多
く
、

(

回

)

(

臼

〉

愈
賎
し
。
私
銭
公
行
し
、
官
銭
翠
滞
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
康
照
元
年
の
停
鋳
は
銭
賎
の
た
め
で
あ
り
、
康
岡
山
九
年
の
停
鋳
の
背
景
に
は
、
銅
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(
印
)

債
は
公
定
債
よ
り
高
く
、
銭
債
は
公
定
債
よ
り
低
く
、

議
息
が
形
骸
化
し
て
い
る
貧
情
が
あ
っ
た
。
鋳
造
さ
れ
た
銭
へ
の
需
要
の
弱
さ
が
、
地

方
停
銭
の
理
由
で
あ
っ
た
。

〈

日

)

鍔
造
額
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
『
清
貫
録
』
の
歴
年
末
尾
に
附
さ
れ
た
祭
銭
額
が
い
か
な
る
値
を
一
意
味
す
る
か
も
確
か
で
は
な

(
臼
)

ぃ。

賓
泉
局
に
よ
る
鋳
造
額
と
み
な
す
見
解
も
存
在
す
る
が
、
稽
案
類
の
公
聞
に
よ

っ
て
、
順
治
一

0
年
代
の
賓
泉
局
鋳
造
額
は
、
工
料
こ
み

(
臼
)

で
二
三

1
二
五
蔦
貫
程
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
最
大
で
年
開
二
六

O
高
貫
に
達
す
る
貫
録
の
値
は
、
質
泉
局
に
賓
源
局
を
加
え

(
臼
)

て
も
及
び
得
な
い
。
地
方
局
の
開
停
と
の
照
薩
か
ら
考
え
て
も
、
少
な
く
と
も
順
治
期
は
、
恐
ら
く
薙
正
期
も
、

賓
泉
局
鋳
造
額
に
戸
部
の
掌

援
す
る
地
方
局
の
盛
岡
造
額
を
加
え
た
値
で
あ
ろ
う
。

地
方
議
造
額
を
各
々
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
江
寧
局
の
順
治
七
年
の
三

O
高
貫
像
、
八
年
の
約
二

O
蔦
貫
な
ど、

幾
つ
か
の
個

(
臼
〉

別
の
数
値
を
知
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
主
要
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
と
お
り
鍔
息
報
告
文
書
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
期
の
鋳
息
計
算

(

付
加

)

が
、
原
料
銅
債
と
鋳
出
銭
債
を
固
定
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
以
上
、
第
息
と
鋳
造
額
は
相
関
す
る
は
ず
で
あ
る
。
主
要
地
方
局
の
鋳
息
の
一
端

は
末
尾
の
附
表
A
に、

賓
泉
局
・
江
寧
局
お
よ
び
順
治
八
年
以
前
に
停
止
さ
れ
た
地
方
局
の
鋳
息
は
、
附
表
B
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
京

師
と
と
も
に
、
江
寧
を
は
じ
め
と
す
る
治
海
部
主
要
地
方
局
で
は
、
か
な
り
の
鍔
銭
が
行
わ
れ
て
い
た
。
貫
録
末
尾
の
値
は
、
こ
れ
ら
を
集
計
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し
た
も
の
で
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
最
高
年
間
二
四

0
1二
六

O
寓
貫
に
及
ぶ
鋳
銭
報
告
額
が
、
現
賓
の
銭
供
給
量
の
増
加
を
意
味
す
る
か
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。
員

に
鋳
造
さ
れ
た
と
し
て
も
、
奮
銭
・
廃
銅
の
改
鋳
は
、
多
く
嘗
銭
か
ら
新
銀
へ
の
強
制
的
轄
換
で
あ
っ
た
。

報
告
の
員
窓
性

に
も
疑
問
が
あ

(
門
町
〉

る
。
市
債
と
無
関
係
に
銅
材
の
供
出
が
割
り
つ
け
ら
れ
(
銭
は
最
も
入
手
容
易
な
銅
材
で
あ
っ
た
)
、
改
鋳
さ
れ
、
市
債
を
無
視
し
て
搭
放
さ
れ

た
。

き
れ
ば
、
差
盆
報
告
の
財
源
を
確
保
し
た
上
で
、
鋳
銭
し
な
い
の
が
最
善
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
王
朝
成
立
期
の
緊
張
を
考
え
て
も
、
最
大

年
間
二
六

O
寓
貫
の
銭
が
市
場
に
追
加
供
給
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。

し
か
し
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
か
な
り
の
制
銭
が
祭
出
さ
れ
た
。
だ
が
、
市
場
で
充
分
な
債
値
を
信
任
さ
れ
な
い
ま
ま
、
地
方
鋳
造
は
停
止



さ
れ
た
。

E 

康
照
九
年

1
康
照
末

京
師
で
は
、

ほ
ぽ
安
定
的
に
鋳
造
が
繍
け
ら
れ
る
が
、
地
方
の
一
斉
盛
岡
造
は
停
止
さ
れ
、
銅
供
給
の
容
易
な
一
部
地
方
で
、
個
別
的
か
つ
比

較
的
短
期
的
に
鋳
造
が
な
さ
れ
た
。

京
師
で
は
、
開
差
・
盟
差
・
内
務
府
一
荷
一
人
・
八
省
督
撫
な
ど
緋
銅
主
盤
は
移
り
襲
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
期
比
較
的
職
入
が
順
調

(

印

)

だ
っ
た
東
洋
銅
を
主
要
な
銅
材
と
し
た
。
康
田
川
前
牢
期
に
は
賓
泉
局
二
十
数
高
貫
、
賓
源
局
十
数
蔦
貫
、
康
照
五

O
年
ご
ろ
か
ら
増
加
し
、
賓

(
印
)

泉
局
四
五
寓
貫
、
賓
源
局
二
二
高
貫
儀
り
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
。

地
方
の
鋳
遣
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
東
洋
銅
は
京
師
に
集
め
ら
れ
、
濃
銅
生
産
は
未
だ
不
充
分
で
あ
っ
た
。
地
方
銭
局
の
開
停
に
つ
い

- 55-

て
は
、
貫
録
・
地
方
志
等
に
も
、
穂
じ
て
曾
典
以
上
の
記
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
主
に
曾
典
に
よ
り
、
各
地
の
開

(

初

)

盛
岡
決
定
か
ら
停
鋳
ま
で
の
期
聞
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

慶
西
康
照
一
八
年

1
二
O
年
。
贋
東
二
五

1
三
一
、
三
四

i
三
七
。
一
幅
建
一
九

1
二

て

二

四

1
三
四
。
蓋
湾
二
八

1
三
一
。
斯
江
三
五

l
三
八
。
雲
南
二

0
1二
八
。
湖
北
二
六

1
三
八
。
湖
南
ニ
ニ

i
三
九
。

こ
の
時
期
、
差
盆
獲
得
と
い
う
順
治
期
の
動
機
に
代
わ
り
、
銭
の
非
流
通
・
あ
る
い
は
制
銭
非
流
通
の
事
態
を
改
善
す
る
こ
と
が
、
鋳
造
理

(九〉

由
の
前
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。
康
照
二
五
年
の
贋
東
開
鋳
は
、
雨
廉
銭
法
不
行
を
打
開
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
康
照
二
四
年
の

(

η

)

 

一
踊
建
開
盛
岡
は
、
明
季
奮
銭
を
除
去
し
て
制
銭
を
通
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
康
照
二
七
年
の
蓋
湾
開
鍔
は
、

向
島
卒
定
後
、
鄭
氏
の

(

乃

)

偽
競
銭
文
を
腫
逐
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
築
造
意
園
は
、

い
ず
れ
の
地
方
で
も
充
分
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
康
照
二

O
年
に
開
鋳
決
定
さ
れ
た
雲
南
の
鋳
銭
が
、
現

679 

地
へ
の
供
給
を
一
意一
園
す
る
限
り
失
敗
に
移
る
こ
と
は
、
自
に
見
え
て
い
た
。
同
地
で
は
、
そ
も
そ
も
銭
が
殆
ん
ど
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
。
二
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(
丸
)

四
年
二
五
年
に
は
早
く
も
銭
甚
だ
賎
し
き
を
理
由
と
す
る
巡
撫
の
減
鋳
の
請
が
な
さ
れ
る
。
二
七
年
に
は

一
雨
一

O
O
O文
で
搭
放
す
る

銭

(
万
)

が
、
三

1
四
銭
に
し
か
評
債
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
、

二
八
年
、
よ
う
や
く
停
鋒
に
至
る
。
庚
東
で
は
三
四
年
に
開
鍔
決
定
さ
れ
る

(
花
)

が
、
三
七
年
三
月
に
は
開
銭
三
年
で
銭
文
倍
増
し
、
銭
債
ま
す
ま
す
下
り
、
一

O
O
O文
が
三
銭
二
1
三
分
と
な
り
、
五
月
に
は
停
鋒

に
至

(

行

)

る
。
祭
出
銭
ス
ト
ッ
ク
放
出
の
た
め
に
繍
け
ら
れ
た
兵
制
の
搭
放
も
、
一
一
層
銭
債
を
引
き
下
げ
、
ス
ト
ッ
ク
封
閉
の
ま
ま
で
庚
東
簿
銭
は
幕
切

(
市
)

れ
と
な
る
。
湖
南

・
湖
北
は
比
較
的
長
く
鋳
造
を
繍
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
三
八

1
九
年
に
停
篤
と
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
こ
で
も
「
銭

〈
乃
)

翠
滞
に
易
く
、
債
直
賎
し
き
に
過
ぐ
」
で
あ
っ
た
。

雲
南
で
は
需
給
ギ
ャ
ッ
プ
が
最
も
激
し
か
っ
た
。
湖
北

・
湖
南
で
は
、
こ
れ
と
様
相
を
か
な
り
異
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ

自
身
意
味
が
あ
る
。

し
か
し
大
勢
と
し
て
、
銭
需
要
を
め
ぐ
る
順
治

1
康
照
初
の
事
態
か
ら
の
輔
換
は
不
充
分
で
、
京
師
か
ら
の
流
出
分
を
除

さ
し
た
る
銭
供
給
は
無
か
っ
た
。

to 

い
て
は
、
地
方
へ
の
園
家
か
ら
の
、

E 

薙

期

正

銭
需
要
を
め
ぐ
る
新
し
い
事
態
が
明
ら
か
に
始
っ
て
い
た
。

し
か
し
需
要
嬢
大
へ
の
鋳
造
・
供
給
と
い
う
封
躍
は
、
全
図
的
に
は
未
だ
充
分

行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

乾
隆
期
に
全
園
的
に
突
出
す
る
銭
貴
は
、
こ
の
時
期
、
京
師
で
は
既
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
た
。
康
照
六

O
年
に
は
、
従
来
一
雨
八
八

O
文

(

回

〉

(

創

)

で
あ
っ
た
制
銭
が
七
八

O
文
ま
で
上
昇
し
、
六
一
年
に
は
銭
貴
へ
の
新
た
な
針
策
が
脊
閲
さ
れ
る
。
以
後
連
年
、
京
師
銭
貴
の
資
料
が
繍
き
、

康
照
時
期
に
時
お
り
見
ら
れ
た
銭
貴
と
は
異
る
形
で
、
乾
隆
初
頭
へ
と
接
績
し
て
い
く
。

し
か
し
京
師
の
銭
貴
は
、
貫
際
に
は
も
う
少
し
早
く

ハ
也
)

一
雨
九
二

O
文
と
い
う
銭
貴
に
な
っ
て
い
る
現
肢
を
語
っ
て
い
る
。
ま

(
回
)

た
務
正
六
年
に
は
、
銅
禁
の
結
果

一
雨
九

O
O除
文
に
ま
で
下
っ
た
銭
債
を
、
数
十
年
来
未
だ
有
ら
ざ
る
水
準
と
自
賛
し
て
お
り
、
銭
貴
は
既

(
刷
出
〉

に
か
な
り
摘
捌
い
て
い
た
。
康
回
一
四
五
年
前
後
に
は
、
京
師
か
ら
山
東
に
か
け
て
の
私
銭
盛
行
と
銭
安
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考

か
ら
始
っ
て
い
た
。
康
照
五
三
年
六
月
に
、
皇
帝
は
大
皐
士
に
射
し
、



(
出
ω
)

え
る
と
、
恐
ら
く
京
師
の
銭
貴
は
、
康
照
五

O
年
前
後
か
ら
始
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
康
照
五

O
年
か
ら
の
一
卯
あ
た
り
の
銅
額
増
加
は
、

こ
う
し
た
事
態
へ
の
劃
躍
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
般
に
は
銭
が
使
わ
れ
ず
、
低
品
位
の
銀
も
含

め
た
現
物
貨
幣
の
流
通
し
て
い
る
地
妓
が
、
依
然
と
し
て
贋
範
に
存
在
し
て
い
た
。
貴
州
で
は
高
額
の
取
り
引
き
に
は
散
砕
色
銀
が
、
小
額
の

〈
叫
山
〉

交
易
に
は
瞳
が
用
い
ら
れ
銭
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
四
川
で
も
低
品
位
の
吹
紙
銀
が
流
通
手
段
と
な
り
、
完
糧
に
の
み
足
色
が
別
錯
さ

(
釘
〉

れ
、
銭
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
明
代
中
期
の
江
西
や
山
西
な
ど
を
努
索
と
さ
せ
る
。
省
外
需
要
を
意
識
し
て
現
地
需
要
を
無

(
回
〉

一
五

O
O文
絵
り
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
時
期
、
地
方
に
お
い
て
も
持
繍
性
を
持
っ
た
銭
貴
傾
向
は
贋
ま
っ
て
い
た
。

一
方
で
、

覗
し
て
鋳
銭
が
旗
大
さ
れ
た
雲
南
で
は
、

一
雨
一
一
五

0
1六
O
文
で
あ
っ
た
銭
が
、

し
か
し
、
制
銭
に
射
し
て
公
定
比
債
を
超
え
た
値
の
つ
く
地
域
も
、
贋
範
に
生
ま
れ
て
い
た
。
軍
事
行
動
に
伴
う
一
時
的
銭
需
要
の
引
き
起

(

的

)

(

叩

)

こ
し
た
銭
貴
は
別
と
し
て
も
、
雲
南
で
鋳
造
さ
れ
た
銭
が
湖
康
な
ど
に
、
一
雨
九

O
O徐
文
で
販
買
さ
れ
得
る
僚
件
が
生
じ
て
い
た
。
既
に
銭

- 57ー

貴
で
あ
る
京
師
か
ら
地
方
へ
の
銭
の
販
出
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
乾
隆
期
に
お
け
る
大
量
な
地
方
向
け
販
出
の
前
ぶ
れ
と
な
る
事
態
が
、
薙

(
川
出
〉

正
九
年
ご
ろ
に
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。

京
師
を
中
心
と
す
る
銭
貴
の
原
因
は
、
私
錯
に
よ
る
銭
の
減
少
と
み
な
さ
れ
た
。
潅
正
二
年
の
近
京
省
分
に
封
す
る
奮
銅
回
牧
令
に
繍
き
、

(
m
出
〉

五
年
の
全
園
的
嘗
銅
回
牧
策
に
至
る
ま
で
、
繰
り
、返
し
銅
器
の
回
牧
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
回
牧
さ
れ
た
慶
銭
奮
銅
は
、
務
正
五
年
よ
り
額
外
の
加

(
回
)

鋳
に
供
さ
れ
た
。
し
か
し
京
師
で
の
培
察
は
縫
繍
的
で
は
な
く
、
雲
南
か
ら
の
解
京
銭
三
園
高
貫
が
潅
正
末
か
ら
京
師
に
迭
ら
れ
る
こ
と
に
な

(
川
出
)

る
ま
で
、
京
師
で
の
銭
供
給
は
未
だ
本
格
的
披
大
期
を
迎
え
な
い
。

嘗
銅
の
回
牧
は
地
方
に
も
命
じ
ら
れ
、
確
正
七
年
よ
り
各
省
で
開
時
帰
さ
れ
る
が
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
回
牧
さ
れ
た
鹿
銅
が
壷
き
る
と
と
も
に

停
鋳
さ
れ
る
。
鋳
造
額
自
身
、
決
し
て
多
く
な
い
。
江
西
で
は
潅
正
五
年
一

O
月
か
ら
七
年
九
月
に
か
け
て
回
牧
さ
れ
た
銅
器
を
中
心
に
、
奮

(

日

ぬ

)

(

M

m

)

銅
二
ニ
高
六
二

O
O斤
を
用
い
、
七
年
一
一
月
か
ら
一

O
年
九
月
ま
で
鋳
銭
さ
れ
る
が
、
慶
銅
よ
り
鋳
銭
す
る
際
の
賓
泉
局
の
規
準
に
照
す
な

ら
、
祭
出
額
は
、

681 

一
高
三

1
四
0
0
0貫
程
度
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
同
様
に
湖
南
で
は
、

八
年
三
月
二
日
に
開
鋳
さ
れ
、
九
年
九
月
一
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(

釘

〉

(
m
m
〉

九
日
停
鋳
さ
れ
る
が
、
九
年
の
鋳
出
額
は
一
蔦
二

O
O
O貫
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
贋
東
・
麿
西
な
ど
の
滋
銅
の
回
牧
は
、

(
ω
)
 

も
の
で
あ
っ
た
。
鍔
造
の
動
機
は
、
需
要
に
針
醸
し
た
供
給
接
大
と
い
う
よ
り
は
、
依
然
と
し
て
制
銭
非
流
通
と
錆
設
へ
の
劉
麿
が
前
面
に
出

(

川

川

)

さ
れ
て
い
る
。

一
層
わ
ず
か
な

銭
需
要
の
艦
大
に
針
雁
し
て
鋳
銭
を
縫
繍
す
る
つ
も
り
な
ら
、
鋼
材
供
給
の
僚
件
は
開
け
つ
つ
あ
っ
た
。
東
洋
銅
は
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た

(m〉

が
、
通
じ
て
み
る
と
三

O
O寓
斤
近
く
の
総
入
が
可
能
で
あ
り
、
額
外
買
い
つ
け
の
可
能
な
年
さ
え
あ
っ
た
。
濃
銅
生
産
は
薙
正
五

1
六
年
か

(印
)

(

m

)

ら
急
速
に
増
大
し
て
き
た
。
京
師
賓
泉
局
は
、
落
正
末
に
は
何
年
分
も
の
銅
鉛
を
繰
り
越
し
て
い
た
。
し
か
し
地
方
へ
の
振
り
分
け
も
含
め
た

割
腹
は
未
だ
な
さ
れ
ず
、
雲
南
な
ど
産
銅
地
を
除
け
ば
地
方
鋳
造
は
低
調
で
、
雲
南
か
ら
の
供
給
を
除
け
ば
、
地
方
へ
の
供
給
は
不
充
分
で
あ

っ
た
。た

だ
し
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
江
蘇
省
の
奮
銅
回
牧
は
例
外
的
に
精
力
的
で
あ
っ
た
。
薙
正
八
年
八
月
に
は
既
に
六
九
寓
斤
が
回
牧
さ
れ
、
七

(

川

)

(

山

川

)

蔦
徐
貫
の
鋳
造
が
計
重
さ
れ
て
い
た
が
、

一
三
年
間
四
月
ま
で
に
回
牧
額
は
一
四

O
蔦
斤
と
な
り
、
巡
撫
高
其
停
任
内
に
は

一
二
五
蔦
斤
が
回

(

川

)

牧
さ
れ
、
鋳
造
の
縫
績
が
要
請
さ
れ
た
。
鋳
造
の
理
由
は
、
江
蘇
に
お
け
る
銭
需
要
の
強
さ
で
あ
っ
た
。
先
進
地
に
お
い
て
は
政
策
の
轄
換
要

- 58ー

求
が
既
に
強
ま
っ
て
い
た
。

N 

乾

隆

期

京
師
を
中
心
に
注
目
さ
れ
て
き
た
銭
貴
が
、
こ
の
時
期
一
一
壌
に
全
圏
化
し
、
そ
れ
に
麿
え
て
大
量
の
鋳
銭
が
全
園
で
準
め
ら
れ
る
。

(

川

山

)

銭
貴
の
展
開
も
、
直
隷

・
江
蘇
等
か
ら
始
り
全
園
へ
波
及
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
銭
貴
の
水
準
自
身
も
、
中
央
に
貴
い
傾
向
を
持

つ

(
川
)

て
い
た
。

銭
貴
に
鹿
え
て
、
京
師
で
は
乾
隆
五
年
の
雲
南
解
京
銭
の
停
止
を
期
に
増
鏡
、
が
始
り
、
乾
隆
二
ハ
年
、
二
一
年
と
増
卯
が
繍
け
ら
れ
、
二
五

(
削
)

年
に
は
賓
泉
・
賓
源
雨
局
合
わ
せ
て
匠
工
物
料
銭
も
含
め
て
一
四
五
蔦
徐
貫
の
極
大
に
達
す
る
。
地
方
に
お
い
て
も
、
全
園
供
給
の
覗
貼
か
ら



鋳
鎮
の
繍
け
ら
れ
て
い
た
雲
南
等
に
績
き
、
乾
隆
四
年
の
一
隅
建
、
五
年
の
江

・
漸
か
ら
、

乾
隆
二

0
年
代
後
半
期
は
地
方
の
鋳
造
も
極
大
と
な
り
、
京
師
を
含
め
た
工
料
、込
み
の
額
定
鋳
銭
数
は
三
五

O
寓
貫
を
超
え
た
と
考
え
ら
れ

(

山

)
る。

一
四
年
の
山
西
に
至
る
ま
で
各
地
で
開
簿
が
進
み
、

以
上
が
清
代
中
期
に
至
る
銭
需
要
と
園
家
に
よ
る
祭
銭
の
経
過
で
あ
る
。
乾
隆
期
に
鋳
造
さ
れ
た
銭
が
、
こ
れ
以
後
の
銭
の
流
通
手
段
と
し

て
の
地
位
確
立
に
貢
献
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
乾
隆
期
の
増
鋳
は
、
そ
れ
自
鐙
銭
行
使
媛
大
・
鏡
貴
の
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
銭
行

使
の
媛
大
自
睦
は
、
明
代
中
期
に
露
わ
に
な
っ
た
銭
流
通
解
鐙
現
象
か
ら
の
、
ゆ
る
や
か
な
、
し
か
し
一
貫
し
た
銭
行
使
擁
大
過
程
の
、
連
繍

的
な
延
長
上
に
あ
っ
た
。

明
代
中
期
に
銭
が
ま
が
り
な
り
に
も
機
能
し
た
の
は
、
訊
問
海
諸
省
の
み
で
あ
っ
た
。
清
代
の
初
め
ま
で
に
銭
行
使
は
既
に
か
な
り
援
が
っ
て

(m〉

い
た
。
し
か
し
康
照
一帝
は
「
古
え
よ
り
銭
法
は
、
未
だ
本
朝
の
如
く
流
行
の
康
き
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
自
負
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
貼
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か
な
り
の
誇
張
で
あ
っ
た
。
雲
貴
四
川
な
ど
銭
の
流
通
し
な
い
地
方
や
東
北
・
西
北
過
な
ど
を
除
い
て
も
、
順
治

1
康
照
期
の

銭
需
要
は
全
園
的
に
み
て
決
し
て
強
く
な
く
、
康
照
ま
で
の
地
方
鍔
銭
は
、
銭
の
不
受
容

・
銭
過
剰
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

京
師
か
ら
始
り
、
潅
正
期
に
は
か
な
り
の
地
方
で
銭
債
は
高
ま
り
、
明
代
中
期
に
は
銭
の
非
流
通
が
確
認
さ
れ
る
江
西
・
湖
贋
・
山
西
な
ど
で

に
至
っ
て
も
、

も
銭
高
傾
向
が
み
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
圏
家
に
よ
る
地
方
へ
の
銭
供
給
は
、
未
だ
本
格
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
中
間
的
性
格
を
持
つ
地

(

山

)

域
に
お
い
て
こ
の
期
の
銭
流
通
を
捨
い
、
乾
隆
期
に
至
っ
て
銭
貴
を
表
現
す
る
主
鐙
と
な
っ
た
の
は
、
私
鋳
銭
・
非
制
銭
で
あ
っ
た
。

蓋
習
で
は
従
来
制
銭
は
流
通
せ
ず
、
在
来
の
小
銭
に
封
し
番
銀
で
相
場
が
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
が
乾
隆
初
め
に
一
雨
一
五

0
0
1
一
六

(

山

)

O
O文
よ
り
、
一

O
O
O絵
文
へ
、
遂
に
は
八
二
一
文
へ
と
騰
貴
し
て
い
く
。
江
西
で
流
通
し
て
い
た
の
は
一

O
O
O
文
で
重
さ
四
斤
ば
か

(

山

)

(

旧

)

り
、
模
糊
破
損
で
上
串
に
も
堪
え
ぬ
よ
う
な
低
品
位
銭
で
あ
っ
た
。
同
様
な
事
態
は
、
湖
贋
・
南
蹟

・
西
北
で
も
一
般
的
に
見
ら
れ
た
。
私
鋳

(山
〉

し
か
も
官
定
の
銅
債
を
何
倍
も
上
廻
っ
て
流
通
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
て
お
り
、
皇
帝一
自
身
、
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銭
の
品
位
は
全
く
低
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

(

川

)

そ
の
こ
と
を
充
分
承
知
し
て
い
た
。
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と
連
な
っ
て
い
き
、
往
来
放
庖
も
郷
僻
苗
裸
も
、
交
易
に
利
便
な
る
を
知
り
、

中
間
地
帯
で
私
鋳
銭
を
軸
に
展
開
し
た
銭
流
通
敏
大
は
、
薙
正
か
ら
乾
隆
期
に
な
っ
て
、

雲
南
・
貴
州
・
四
川
方
面
ま
で
含
め
た
銭
流
通
へ

(
川
)

よ
う
や
く
銭
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

園
家
的
支
梯
い
と
銭

供
給
機
大
が
流
通
扱
大
を
生
み
出
し
た
と
は
吾一一口
え
な
か
っ
た
。
で
は
流
通
鎖
大
は
園
家
的
支
梯
い
を
通
じ
て
支
え
ら
れ
て
レ
た
で
あ
ろ
う

か
。
叫
ば
れ
つ
つ
質
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
園
家
的
支
排
い
へ
の
銭
繰
り
込
み
は
、
清
朝
の
下
で
充
分
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
間
地
帯

に
お
け
る
銭
流
通
の
抜
大
が
私
鋳
鏡
に
よ
っ
て
賓
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
こ
れ
ら
へ
の
否
定
的
な
答
え
を
珠
告
す
る
。

園
家
的
支
梯
い
か
ら
の
鈍
の
排
除
は
、
明
末
清
初
期
に
各
地
を
歴
訪
し
た
顧
炎
武
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
銀
に
よ
る
徴
税

が
、
在
地
で
の
銀
不
足
、
租
税
納
入
困
難
、
流
通
手
段
不
足
に
よ
る
流
通
停
滞
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
銭
を
徴
税
に
組
み
入

そ
の
中
で
、
寅
際
に
銭
を
搭
牧
し
て
い
る
山
東
徳
州
を
、
例
外
的
な
場
合
と
し

れ
る
こ
と
に
よ
り
銭
信
任
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、

(

山

)

て
扱
っ
て
い
る
。
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確
か
に
清
朝
は
、
順
治
期
よ
り
銭
の
搭
放
・
搭
牧
の
た
て
ま
え
を
掲
げ
た
。
先
に
み
た
明
末
清
初
期
の
銭
信
任
援
滅
に
際
し
、
銭
の
租
税
へ

(
削
)

の
繰
り
込
み
を
表
明
す
る
。
既
に
順
治
二
年
に
は
新
銭
七
文
を
銀
一
分
と
し
て
徴
牧
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
が
、
順
治
一
四
年
に
は
、

銭

の
翠
袖
仰
に
直
面
し
て
、
銭
糧
を
銀
七
銭
三
の
比
で
搭
牧
し
、
各
々
起
運
と
存
留
に
充
嘗
す
る
よ
う
定
式
化
す
る
。
こ
れ
に
麿
じ
、
康
照
七
年
に

は
存
留
騨
砧
官
役
俸
工
雑
支
等
を
、
こ
れ
ま
た
銀
七
銭
三
で
搭
放
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
康
照
八
年
一
一
年
に
も
こ
の
命
が
申
ね
ら
れ
て
い

(

m

)

(

問
)

る
。
こ
の
搭
放
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
搭
牧
が
、
銭
の
信
用
形
成
に
興
っ
た
と
の
認
識
も
あ
る
。
し
か
し
、
起
運
存
留
比
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
た
し
、
解
京
部
分
は
全
額
を
銀
で
要
求
し
つ
つ
、
存
留
部
分
を
銀
七
銭
三
で
搭
放
す
る
と
い
う
の
も
整
合
性
を
歓
く
。
こ
れ
は
、
そ
れ

(
問
〉

自
身
に
混
乱
を
内
包
し
た
、
あ
い
ま
い
な
規
定
で
あ
り
、
現
寅
に
は
充
分
寅
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
嘗
時
の
銭
事
情
か
ら
し
て
も
嘗

然
で
あ
っ
て
、
清
朝
の
制
銭
は
、
多
く
の
地
方
で
未
だ
流
通
し
て
お
ら
ず
、
流
通
し
て
い
る
京
師
を
み
て
も
、

一
雨
一
五

0
0
1
一
六

O
O文



の
賎
債
で
あ
っ
た
。
公
定
銭
債
で
の
搭
放
が
兵
前
の
寅
質
切
り
下
げ
で
あ
っ
た
以
上
、
搭
牧
は
地
方
財
政
に
不
利
で
あ
っ
た
。

事
責
上
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
地
方
に
お
い
て
ま
さ
に
銭
需
要
の
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
康
照
末
か
ら
落
正
の
時
期
に
お
い
て

も
、
か
つ
て
の
銀
七
銭
三
搭
牧
規
定
は
完
全
に
無
視
さ
れ
、
中
央
の
決
定
は
、
零
星
鐘
糧
の
銭
納
さ
え
、
公
式
に
否
定
し
て
い
た
。
康
照
四
三

年
に
湖
底
夙
巡
撫
劉
殿
衡
は
、
零
星
銭
糧
は
民
使
に
従
い
砕
銀
や
制
銭
で
総
納
す
る
こ
と
な
ど
四
事
を
請
う
た
が
、

(
山
川
)

認
さ
れ
な
か
っ
た
。
務
正
三
年
、
太
僕
寺
卿
が
、
銀
七
銭
三
の
搭
牧
は
本
来
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

四
事
の
う
ち
こ
れ
だ
け
は
承

一
歩
退
い
て
小
戸
一
該
納
鎮
糧
銀

(
問
)

一一一

1
四
銭
以
下
に
つ
い
て
、
民
便
に
従
っ
て
銀
銭
並
納
と
し
、
存
留
分
と
し
て
搭
放
す
る
こ
と
を
請
う
た
が
、
戸
部
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。
理

由
は
、

査
す
る
に
、
銭
糧
の
制
銭
を
交
納
す
る
は
、

百
姓
に
お
い
て
易
便
た
る
に
似
た
り
。
但
し
銀
は
一
定
の
分
南
あ
り
。
銭
は
則
ち
慣
に
貴
賎

あ
り
。
今
、
牧
す
る
所
の
制
銭
を
も
っ
て
存
留
項
下
に
支
錯
す
る
は
、
銭
貴
の
時
、
兵
前
工
食
に
支
給
す
れ
ば
、
兵
丁
夫
役
、
自
ら
欣
然

ぜ
ざ
ら
ん
。
州
鯨
も
ま
た
未
だ
必
ず
し
も
能
く
掲
資
賠
補
せ
ず
。
恐
る
ら
く
は
生
事
を
致
さ
ん
。
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と
し
て
繁
従
せ
ん
。
倫
し
銭
債
滅
賎
に
遇
わ
ば
、
則
ち
兵
役
断
じ
て
賎
債
の
銭
を
領
し
、
そ
の
躍
に
得
ベ
き
の
銀
商
の
敷
を
臆
く
を
肯
ん

で
あ
っ
た
。
銭
流
通
は
不
安
定
で
、
鎖
慣
が
は
な
は
だ
し
く
分
裂
し
て
い
る
以
上
、
既
に
「
分
雨
」
に
よ
っ
て
債
値
尺
度
と
し
て
の
地
位
を
確

立
し
て
い
る
銀
以
外
を
、
園
家
的
支
梯
い
手
段
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
回
答
で
あ
る
。

銭
流
通
が
極
く
進
境
地
帯
を
除
い
て
は
既
に
贋
ま
っ
て
い
た
時
貼
で
も
、
こ
う
し
て
牧
銭
は
否
定
さ
れ
た
。

一
銭
以
下
の
零
星
銭
糧
が
、
安

徽
巡
撫
徐
本
の
請
に
従
っ
て
、
傾
化
の
折
耗
を
避
け
る
た
め
に
牧
銭
す
る
こ
と
を
公
式
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
薙
正

一
一
年
六
月
の

(m) 

こ
と
で
あ
っ
た
。
銭
流
通
の
機
大
と
と
も
に
銭
徴
牧
は
康
ま
り
、
一
銭
以
下
と
い
う
限
定
を
越
え
て
銭
だ
て
で
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ

(

m

)

(

m

)

 

た
。
し
か
し
乾
隆
期
に
は
、
依
然
と
し
て
納
税
期
に
は
銭
債
が
下
が
る
な
ど
、
銭
を
銀
に
免
換
し
て
納
入
す
る
こ
と
の
支
配
性
を
示
す
事
例
が

み
ら
れ
る
。

685 

と
も
あ
れ
銭
徴
牧
は
公
認
さ
れ
た
。

し
か
し
、

園
家
に
よ
る
銭
信
任
と
い
う
現
熱
か
ら
み
て
、
こ
の
期
の
牧
銭
に
は
、

二
つ
の
症
目
す
べ
き
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拡
が
あ
る
。

一
つ
は
銭
債
で
あ
る
。
潅
正
一
一
年
の
規
定
も
含
め
、
従
来
、
搭
放
・
搭
牧
は
、

一
雨
一

0
0
0文
の
官
債
を
原
則
と
し
た
。
し

か
し
こ
れ
は

一
雨
八

O
O文
前
後
と
な

っ
た
市
債
の
前
に
不
都
合
で
あ

っ
た
。
乾
隆
五
年
に
河
南
巡
撫
の
請
に
針
し
、

朕
思
う
に
、
制
銭
の
債
値
は
、
各
府
州
鯨
霊
一
な
る
能
わ
ず
。
即
い
一
色
の
中
な
る
も
、
早
晩
の
時
債
も
ま
た
相
い
同
じ
か
ら
ず
。
今
若

し
時
に
随
い
て
計
算
す
れ
ば
、

一
定
の
準
則
な
し
。

と
し
て
、
時
慣
に
鹿
じ
た
折
納
が
準
則
の
喪
失
と
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
つ
つ
も
、
皇
帝
は
市
場
債
格
に
追
随
し
た
折
納
へ
の
轄
換
を
一
年
間
試

(
問

)

(

別

)

み
る
よ
う
指
示
す
る
。
翌
年
の
山
西
の
銭
納
公
認
の
際
に
も
、
加
耗
こ
み
で
一
雨
一

0
0
0文
と
な
り
、
以
後
、
こ
れ
は
常
態
化
す
る
。
公
定

(

肌

)

(

印

)

銭
債
は
、
名
目
の
う
え
で
も
、
こ
こ
で
大
き
く
後
退
す
る
。
皇
帝
は
、
や
が
て
銭
市
場
へ
の
介
入
そ
の
も
の
に
も
消
極
的
と
な
る
。

銭
貴
の
時

期
は
、
公
定
比
債
放
棄
の
時
期
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
の
銭
徴
牧
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
は
、
徴
牧
さ
れ
た
銭
が
財
政
に
入
り
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

銭
貴
・

銭
不
足
の
た
め
、
出
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来
る
だ
け
早
く
銭
を
市
場
に
か
え
す
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
直
接
の
理
由
で
あ
る
。
乾
隆
八
年
に
は
、

一幅
建
の
存
留
銭
糧
は
陸
績
易
換
し

(m) 

て
、
流
通
に
投
ず
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
、
二

O
年
に
は
、
三
日
以
内
に
、
牙
舗
・
典
一商
で
は
な
く
銭
泉
を
通
じ
て
還
流
さ
せ
る
よ
う
、
詳
細
化

(

山

川

)

さ
れ
て
い
る
。

国
家
へ
の
銭
支
梯
い
の
い
ま
一
つ
の
主
要
ル

l
ト
で
あ
る
卒
耀
銭
も
、
同
様
に
虚
理
さ
れ
た
。
康
照
六

O
年
に
、
銭
貴
に
麿
じ
、
京
師
卒
耀

(

郎

)

(

附

)

銭
文
を
市
慣
が
卒
か
に
な
る
ま
で
易
銀
解
庫
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
る
。
落
正
八
年
に
は
兵
前
へ
の
搭
放
に
繰
り
込
む
よ
う
第
更
さ
れ
る
が
、

(

即

)

(

別

)

翌
年
七
月
に
は
五
城
銭
舗
で
の
免
換
が
復
活
し
、
乾
隆
期
に
も
何
度
か
確
認
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆
一

O
年
正
月
に
は
全
園
的
に
改
め
て
確
認
さ

(
問
)

れ
、
こ
れ
に
雁
え
て
、
こ
れ
ま
で
牧
貯
し
て
き
た
甘
粛
や
湖
北
を
含
め
て
、
免
換
徹
底
を
回
報
す
る
。

兵
前
の
搭
放
は
、
専
ら
新
鋳
銭
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
順
治
初
頭
の
規
定
に
よ
る
と
、
賓
泉
局
新
鍔
銭
が
丘
ハ
飼
に
、
賓
源
局
新
時
間
銀
が
各
工

(
川
〉

の
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
銭
貴
に
よ
る
搭
放
率
引
き
上
げ
の
中
で
、
潅
正
元
年

・
四
年
の
調
整
の
の
ち
、
五
年
に
は

(

川

)

質
源
局
の
銭
も
工
債
を
除
き
、
全
て
搭
放
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
に
お
け
る
鋳
銭
も
、
工
料
を
除
け
ば
、
主
要
に
は
兵
制
の
搭
放
の



〈

川

出

〉

(

川

刷

〉

た
め
に
費
さ
れ
、
残
り
の
若
干
が
免
換
に
用
い
ら
れ
、
逆
に
搭
放
分
の
兵
前
は
新
盛
岡
銭
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。

徴
牧
さ
れ
た
銭
が
財
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
地
方
集
銭
期
に
は
新
鋳
銭
に
よ
っ
て
一
義
附
け
ら
れ
て
い
る
兵
飼
と
は
異
り
、
官
俸
等

へ
の
搭
放
は
有
名
無
貧
化
す
る
。
漸
江
で
は
帳
簿
上
は
存
留
項
下
よ
り
官
俸
に
一
成
搭
放
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
銭
も
、
貧
際
に
は
全
て
銀
で
支

(

山

川

)

給
さ
れ
て
お
り
、
乾
隆
五
年
に
、
寅
質
に
合
わ
せ
て
銀
表
示
に
改
め
ら
れ
た
。

(

川

〉

園
家
に
よ
る
銭
の
牧
受
に
は
外
に
も
多
く
の
経
路
が
あ
り
、
銭
貴
の
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
州
鯨
に
ス
ト
ヅ
ク
さ
れ
る
銭
も
確
か
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
勢
と
し
て
は
、
園
家
レ
ベ
ル
の
銭
の
動
き
は
、
鋳
造
↓
兵
飼
の
搭
放
、
銭
糧
折
牧
・
卒
耀
↓
免
換
と
整
理
さ
れ
る
。
搭

放
と
搭
牧
は
一
組
み
の
こ
と
で
な
く
雨
者
は
分
断
さ
れ
て
い
た
。
搭
牧
は
薙
正
期
ま
で
は
本
質
的
な
要
素
で
は
な
く
、
乾
隆
期
か
ら
農
が
っ
て

も
、
本
格
的
に
は
財
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
銭
は
、
市
場
債
格
に
追
随
し
た
、
地
方
財
政
の
入
り
口
で
の
受
け
渡
し
の
手
段
と
い
う

(

山

川

)

性
格
を
、
未
だ
強
く
持
た
さ
れ
て
い
た
。
銭
信
任
の
た
め
の
銭
回
牧
は
、
康
照
時
代
に
一
時
的
に
み
ら
れ
た
例
外
的
な
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の

(

間

)

時
期
ま
で
に
限
れ
ば
、
銭
の
流
れ
は
兵
制
を
通
じ
た
闘
家
か
ら
市
場
へ
の
た
れ
流
し
構
造
で
あ
っ
た
。
順
治
期
・
梁
正
期
の
奮
銭
・
私
銭
の
回

は
じ
め
は
試
行
錯
誤
に
満
ち
て
ゆ
る
や
か
に
、

牧
に
よ
る
改
鋳
策
を
除
け
ば
、

や
が
て
市
場
の
渇
望
に
鹿
じ
て
激
し
く
、
清
朝
は
一
方
的
に
銭

- 63一

を
市
場
へ
と
供
給
し
繍
け
た
。

四

銭

の

再

生

園
家
的
信
任
の
喪
失
に
よ
っ
て
明
代
中
期
に
お
い
て
流
通
手
段
と
し
て
も
解
鐙
し
た
銭
が
、
約
三

O
O年
を
か
け
て
再
生
し
、
清
代
中
期
に

お
い
て
、
庚
範
に
流
通
機
能
を
賞
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
検
討
に
よ
る
と
、
こ
の
流
通
機
能
の
質
現
は
、
園
家
的
支
排
い
性
に
よ
っ

て
保
誼
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
流
通
の
機
大
過
程
自
陸
、
園
家
に
よ
る
鋳
造
・
供
給
と
は
、
相
劃
的
に
濁
自
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た

687 

園
家
的
支
梯
い
か
ら
濁
立
し
た
貨
幣
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
期
の
銭
は
、
基
本
的
に
私
第
銭
を
克
服
し
得
な
か
っ
た
。
中
間
的
地
域
を
中
心
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と
し
て
、

銭
流
通
は
私
鋳
銭
流
通
と
し
て
搬
大
し
、

銭
貴
の
時
代
を
導
い
た
。
園
家
に
よ
る
供
給
抜
大
以
後
も
私
銭
銭
は
存
繍
し、

銭
不
足
緩

(川

)

和
の
た
め
、
あ
る

い
は
私
銭
禁
止
よ

り
制
銭
供
給
が

一
義
的
で
あ
る
と
し
て
、

異
質
な
銭
の
存
績
が
公
然
容
認
さ
れ
る
場
合
も
、
ま
ま
あ
っ

た
。
乾
隆
後
半
期
は
ま
た
、
低
銭
横
溢
の
時
代
と
な
る
。

か
つ
て
自
ら
の
果
た
し
た
多
様
な
諸
機
能
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
順
治

・
康
照

の
地
方
銭
事
情
は
銭
賎
と
し
て
、
乾
隆
期
の
銭
事
情
は
銭
貴
と
し
て
認
識
さ
れ
、

決
し
て
銀
貸
や
銀
賎
と
は
認
識
さ
れ
な
か

っ
た
。
か
つ
て
債

こ
の
時
期
の
銭
は、

康
範
な
流
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

格
計
数
単
位
と
し
て
も
支
配
的
な
地
位
を
銭
が
持

っ
て
お
り
、

銀
の
債
格
を
も
銭
が
表
示
し
た
時
代
は
移
り
、
銀
は
既
に
そ
れ
自
身
が
債
値
と

な
り
、
「
銀
は
一
定
の
分
雨
あ
り
。
銭
は
則
ち
債
に
貴
賎
あ
り
」
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
明
代
中
期
以
降
、
銀
貴
が
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
米
と
針
比
し
て
の
銀
貴
で
あ
る
か
、
他
の
貨
幣
諸
手
段
の
中
で
の
銀
の
地
位
の
支
配
性
を
言
う
場
合
で
あ
っ

た
。

鈍
と
の
開
り
で
銀
貴
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
恐
ら
く
一
九
世
紀
以
降
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
乾
隆
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、
銀
と
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銭
の
関
係
は
複
本
位
制
と
言
う
よ
り
は
、
相
劃
的
に
濁
立
性
を
持
つ
も
の
の
、
銀
本
位
制
と
言
う
に
近
か
っ
た
。
こ
の
候
件
こ
そ
、
戸
部
が
零

星
銭
糧
徴
牧
へ
の
銭
の
採
用
を
し
ぶ
っ
た
理
由
で
あ
り
、
時
債
追
随
に
よ
る
銭
牧
取
や
徴
牧
し
た
銭
の
易
換
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理

由
で
あ
る
。

こ
う
し
て
園
家
的
支
梯
い
性
の
保
障
の
な
い
ま
ま
、
債
値
尺
度
性
も
低
い
ま
ま
、
銀
を
前
提
と
し
た
流
通
手
段
と
い
う
限
定
性
の
内
に
銭
を

麿
範
に
復
活
さ
せ
た
の
は
、

恐
ら
く
市
場
で
あ
っ
た
。
銀
と
銭
の
流
通
の
聞
に
は
明
確
な
境
界
は
な
く
、
相
互
に
轄
換
可
能
で
あ
り
、
4

次
第
に

銭
貴
を
導
い
た
の
は
、

一
面
で
は
銀
流
通
の
一
部
の
銭
に
よ
る
代
替
で
あ
っ
た
。
し
か
し
銭
が
も
と
も
と
煎
民
の
日
常
的
流
通
と
深
い
結
び
つ

き
を
持
け
て
い
た
こ
と
も
事
貫
で
あ
る
。
明
代
に
お
い
て
も
、

銭
は
零
細
都
市
生
活
者
の
生
計
の
手
段
で
あ

っ
た
し
、

(

削

)

(

別

〉

し
て
い
た
。
乾
隆
の
銭
貴
が
農
産
物
市
場
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
米
穀
市
場
と
直
結

て
の
銀
は
、
農
村
に
定
着
し
、

他
方
、

銭
信
任
が
解
鐙
し
た
時
、
米
や
盟
と
同
様
の
現
物
貨
幣
と
し
て
の
信
頼
性
を
以
て
、
銀
は
各
地
に
機
能
し
得
た
が
、
秤
量
貨
幣
と
し

日
常
的
流
通
の
設
展
を
支
え
る
に
は
、
必
ず
し
も
好
適
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
江
南
は
則
ち
民
多



(

m

)

〈問〉

く
字
を
識
り
、
村
農
の
帯
子
も
、
多
く
卒
色
書
算
を
知
る
」
と
い
う
説
明
に
は
無
理
が
あ
り
、
「
銀
色
卒
法
、
郷
愚
能
く
排
識
す
る
こ
と
空
れ
」

(
悶
〉

あ
る
い
は
「
郷
民
は
銀
色
裁
頭
を
語
ん
ぜ
ず
」
と
い
う
の
が
事
貨
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
資
料
が
、
銭
の
便
易
を
銭
へ
の
轄
換
の
理
由
と

す
る
。銭

流
通
擦
大
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
市
場
の
擁
大
と
深
い
閥
り
を
持
ち
、
明
か
ら
清
へ
の
銭
流
通
旗
大
の
地
域
的
展
開
過
程
も
、
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。
多
く
の
貨
幣
機
能
を
銀
に
譲
り
つ
つ
、
流
逼
手
段
と
し
て
展
開
を
と
げ
、
明
代
の
不
安
定
性
を
克
服
し
て
行
っ
た
銭
は
、
主

穀

・
棉
花
・
大
豆
〈
豆
餅
〉
な
ど
を
主
鐙
と
す
る
ゆ
る
や
か
な
全
園
市
場
の
形
成
を
、
貨
幣
史
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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註(

1

)

「
明
代
中
期
に
お
け
る
京
師
の
銭
法
」
熊
本
大
皐
『
文
皐
部
論
叢
』

二
九
一
九
八
九
年
。
「
専
制
園
家
と
財
政
・
貨
幣
」
「
明
清
時
代
に
お

け
る
銭
経
済
の
愛
達
」
『
中
園
専
制
園
家
と
祉
禽
統
合
l
|
|
中
園
史
像

の
再
構
成
E
|
|
』
一
九
九

O
年
。
「
初
期
銀
財
政
の
歳
出
入
構
造
」

『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
下
一
九
九
O
年。

(
2
〉
論
者
を
幾
人
か
あ
げ
る
。
王
家
扉
『
復
宿
山
房
集
』
巻
三
六
答
李

撫
筆
。
翠
総
『
明
貫
録
』
隆
慶
三
年
七
月
辛
卯
。
新
皐
顔
「
講
求
財
用

疏
」
『
自
主
明
経
世
文
編
』
巻
二
九
九
。
貌
時
亮
(
胡
我
混
『
銭
通
』
径

二
所
牧
の
疏
〉
。
周
良
寅
「
疏
通
銭
法
以
裕
経
用
疏
」
『
蔦
暦
疏
紗
』
巻

二
七
銭
臨
類
。
張
拳
顔
『
蔦
暦
舎
計
録
』
巻
四
一
銭
法
の
按
語
。

(
3
)

『
寓
暦
疏
紗
』
巻
二
五
財
計
「
仰
承
明
旨
敬
陳
理
財
末
議
以
備
采

揮
疏
」
。

(
4
〉
『
願
亭
林
文
集
』
止
を
六
銭
法
論
。

(

5

)

前
掲
「
明
代
中
期
に
お
け
る
京
師
の
銭
法
」
。

(
6
)

『
明
貫
録
』
世
間
暦
四
年
四
月
壬
申
。

(

7

)

『
明
貫
録
』
高
暦
五
年
一
一
月
乙
亥
、
『
繍
文
献
通
考
』
倉
一
入

倣
m
考
首
内
暦
六
年
。

(

8

)

『
欽
定
繍
文
献
通
考
』
巻
一
一
銭
幣
五
。

(
9
〉
例
え
ば
、
古
島
守
雄
『
葛
端
粛
公
集
』
巻
二
「
康
盛
岡
制
銭
足
用
疏
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
太
租
之
有
天
下
也
。
即
鋳
洪
武
制
銭
。
索
朝
因
之
。
永
祭
宣
徳
弘

治
嘉
錆
。
皆
有
制
銭
。
但
皆
鍔
於
京
師
。
流
布
未
庚
。
是
以
天
下
省

分
。
有
蓄
銭
者
則
用
。
無
者
、
途
止
用
銀
。
・
:
・
至
如
北
直
隷
河
南
山

東
用
銭
。
又
苦
銭
不
足
用
。
盗
鍔
之
人
。
因
而
縮
大
利
。
:
・
・
法
在

必
禁
。
然
制
銭
不
足
用
。
難
欲
禁
私
露
。
不
可
得
也
。
故
線
民
生
園

計
物
理
事
勢
観
之
。
非
康
鐸
不
可
也
。

そ
の
ほ
か
、
『
銭
通
』
巻
二
王
蔦
酢
疏
、
停
宗
皐
疏
。
了
賓
『
丁
清

恵
公
遺
集
』
径
二
「
留
都
銭
法
大
濠
疏
」
、
な
ど
。

- 65ー

銭
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『
現
実
録
』
古
内
暦
四
年
二
月
乙
酉
。

『
明
貫
録
』
高
暦
四
年
四
月
壬
申
。

溶
季
馴
『
潜
司
空
奏
疏
』
袋
五

「
僚
議
銭
法
疏
」
な
ど
。

陶
允
宜
『
鏡
心
堂
草
』
巻
三
「
答
張
使
君
問
民
兵
書
」
。

承
卒
以
来
。
給
賞
絶
失
。
所
頼
以
供
朝
夕
。
備
寒
暑
。
逮
父
母
妻
卒

者
。
濁
銀
二
分
三
種
耳
。
一
日
一
而
減
免
二
分
。
是
去
五
之
ニ
也
。
而

所
第
二
分
者
。
又
以
三
分
之
一

筋
搭
銭
。
夫
漸
不
便
銭
也
。
新
而
用

銭
。
則
二
十
第
一
分
。
而
官
法
信
用
十
。
又
去
六
之

一
也
。

こ
の
兵
授
と
銭
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
兵
第
の
卒
定
者
で
あ
る
張

佳
胤
の
『
居
来
先
生
集
』
附
録
に
牧
め
ら
れ
た
「
張
大
司
馬
定
漸
二
鋭

志
」
「
大
司
馬
張
公
経
略
掘
削鎖丘一
袋
始
末
」
な
ど
参
照
。

(
U
)

『
明
貫
録
』
高
暦
一

O
年
九
月
辛
酉
。

(
日
)
『
明
質
銭
』
寓
暦
一
一
一
一
年
九
月
壬
申
。

〈
日
山
)
『
繍
文
献
通
考
』
巻
一
八
銭
幣
前
向
暦
ニ
七
年
四
月
。
『
明
貫
録
』

高
暦
二
八
年
三
月
丁
未
。

(
げ
)
『
鋭
、通
』
巻
二
王
高
枠
疏
。

(
沼
)
『
銭
通
』
巻
二
李
雲
鵠
疏
。

(
印
〉
『
銭
通
』
巻
二
王
薦
枠
疏
。

(
却
)
『
談
往
』
は
、
京
師
の
銭
債
が
六

O
O文
一
雨
で
殆
ん
ど
出現
化
し
な

か
っ
た
と
言
う
。

(
幻
〉
『
明
貫
録
』
高
暦
一
三
年
八
月
了
卯
。

〈
勾
〉
『
明
貫
録
』
高
暦
三
九
年
一

O
月
戊
子
。

(
幻
)
王
遁
『
矧
庵
瑛
語
』
。

自
崇
頑
六
七
年
後
。
其
債
漸
軽
。
至
亡
園
時
。
京
銭
百
文
。
値
銀
五

文
。
皮
銭
百
文
。
値
銀
四
分
。
甚
至
崇
椋
通
貨
。
民
閲
絶
不
行
使
。

(川
山〉

(
日〉

(門川〉
(日〉

本
朝
順
治
四
五
年
開
。
崇
積
銭
百
文
。

止
値
銀

一
分
。
毎
銭
重

一

則
。
値
銀
二
分
五
盤
。

葉
夢
珠
『
閲
世
編
』
巻
七
「
銭
法
」
は
、
山
宗
一
順
初
め
ま
で
銭
質
低
下
し

つ
つ
も
、
嘉
鏑
i
天
啓
銭
と
開
雑
通
行
し
て
い
た
崇
一
服
銭
が
、
や
が
て

減
債
し
て
い
っ
た
こ
と
を
記
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

迫
乎
乙
酉
。
大
兵
既
下
江
南
。
前
靭
之
銭
。
府
四
而
不
用
。
是
時
毎
千

値
銀
不
過
一
銭
二
分
。
較
之
銅
債
。
且
不
及
。
而
銭
之
低
薄
。
雄
輔
燭

限
緩
線
。
不
能
験
失
。

葉
紹
実
『
啓
顧
記
開
銀
』
も
、
順
治
四
年
の
こ
と
と
し
て
、
行
使
を
禁

じ
ら
れ
銅
材
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
崇
積
銭
に
つ

い
て

記
す
。

(
叫
)
『
啓
一
順
記
聞
録
』

(
丙
戊
歳
|
|
順
治
三
年
〉
然
銭
債
毎
千
易
銀
二
銭
。
賎
己
極
失
。

濁
順
治
新
銭
。
必
欲
毎
千
紋
銀

一
一
同
四
銭
。
又
嫌
太
賛
。
官
欲
遁

行
。
而
民
不
便
。
来
能
奉
令
也
。

『
関
世
編
』
巻
七
銭
法
。

順
治
ウ
迎
賓
初
頒
。
{
昌
質
毎
千
准
銀
一
雨
。
然
首
銭
法
倣
極
之
後
。
奉

行
甚
難
O
i
-
-而
民
間
所
用
。
惟
七
一
色
之
低
銀
。
・

・
・
至
〔
康

照
〕
十
二
年
甲
寅
四
月
。
間
人
関
之
後
。
三
臭
銭
債
傾
減
。
初
猶
五

六
銭

一
千
。
後
直
遁
減
至
三
銭
。
積
銭
之
家
。
半
一而
日
因
。
成
ハ
舗
尤

甚
。
有
司
雄
厳
禁
曲
喰
之
。
而
不
可
挽
。
十
五
年
以
後
。
封
彊
漸

寧
。
銭
債
以
次
漸
長
。

『
明
貫
録
』
蔦
暦
四
八
年
七
月
壬
寅
。

『
明
貫
録
』
蔦
暦

一
五
年
六
月
辛
未
。

劉
桑
諒
『
大
司
馬
劉
凝
視
周
先
生
虚
箱
集
』
倉
一
「
制
銭
」
。
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『
高
暦
舎
計
録
』
巻
四
一
銭
法
高
暦
五
年
戸
部
山
問
書
股
正
茂
疏
。

京
域
内
外
。
一
腹
大
小
人
家
。
無
銭
必
買
於
各
舗
。
有
銭
必
寅
於
各

舗
。
有
等
姦
一
商
一
。
積
莱
項
銭
多
。
途
信
言
某
銭
不
行
。
縛
相
煽
惑
。

愚
弄
小
民
。
既
貴
賓
其
所
積
。
以
固
目
前
之
利
。
又
賎
牧
其
所
棄
。

以
同
他
日
之
利
。
銭
之
牽
滞
。
大
端
由
此
。

(
却
)
前
掲
「
明
代
中
期
に
お
け
る
京
師
の
銭
法
」
。

(
鈎
)
こ
う
し
た
銭
流
通
の
限
定
性
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
明
夷
待

訪
録
』
財
計
一
参
照
。

(
引
出
〉
清
末
に
お
け
る
銀
と
銭
の
流
、
通
圏
の
概
括
は
、
『
張
文
裏
公
全
一
集
』

巻
六
三
「
虚
定
金
債
改
用
金
幣
不
合
情
勢
摺
」
参
照
。

(
招
)
江
掘
削
関
沿
海
地
方
に
お
け
る
銭
行
使
抜
大
に
つ
い
て
は
『
錫
金
識
小

録
』
巻
一
備
参
上
「
交
易
銀
銭
」
、
『
清
貧
録
』
乾
隆
八
年
八
月
是
月
、

同
九
年
七
月
甲
申
、
な
ど
。

(
お
〉
「
清
代
落
正
朝
に
お
け
る
遁
貨
問
題
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
八
|
三

一
九
五
九
年
。

(
鈍
〉
「
乾
隆
の
銭
貴
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
五

l
四
一
九
八
七
年
。
ま
た

岸
本
美
緒
氏
の
「
清
代
の
『
七
折
銭
』
慣
行
に
つ
い
て
」
『
お
茶
の
水

史
皐
』
一
一
一

O

一
九
八
七
年
に
も
、
こ
の
銭
流
通
へ
の
鶴
換
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

(
お
〉
『
皇
朝
文
献
遁
考
』
巻
一
一
一
一
銭
幣
一
順
治
八
年
。

(
M
W

〉
『
清
代
楢
案
史
料
叢
編
』
第
七
輯
「
順
治
年
間
制
銭
的
鼓
鴛
」
(
以
下

『
楢
案
叢
編
』
と
略
記
〉
所
枚
、
順
治
四
年
六
月
一
一
一
日
偏
況
巡
撫

高
斗
光
題
本
。

(
日
出
〉
『
楢
案
叢
編
』
順
治
四
年
四
月
一
一
一
一
日
河
南
巡
撫
臭
景
道
題
本
、

『
明
清
捲
案
』
順
治
五
年
一
一
月
間
新
線
督
際
錦
掲
帖
、
『
明
清
槍

案
』
順
治
一
三
年
三
月
雨
江
総
督
馬
鳴
瀬
掲
帖
、
な
ど
。

(
お
〉
『
楢
案
叢
編
』
順
治
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
七
日
戸
部
向
書
戴
明
設
題
本
。

(
鈎
〉
『
歴
史
稽
案
』
一
九
八
四
年
一
期
「
康
照
八
至
十
二
年
有
関
鼓
鋳
的

御
史
奏
一
章
一
」
(
以
下
『
援
史
捲
案
』
八
四

l
一
と
略
記
〉
康
照
九
年
二

月
二
四
日
戸
科
給
事
中
挑
文
然
題
本
、
康
照
八
年
一
一
月
一
一
日
刑

科
給
事
中
張
登
選
題
本
。

(
的
制
)
康
照
二
五
年
に
銅
の
買
い
上
げ
債
格
は
一
斤
一
銭
に
引
き
上
げ
ら
れ

(
『
清
貿
録
』
康
照
二
五
年
四
月
戊
子
〉
、
し
ば
し
ば
銅
債
格
の
上
昇
と

理
解
さ
れ
る
が
、
寅
際
に
は
既
存
の
債
格
差
調
整
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
債

格
さ
え
、
『
康
照
起
居
注
』
二
五
年
二
月
一

O
日
、
同
二
月
一
二
日
に

あ
る
よ
う
な
銅
差
の
質
際
の
買
い
上
げ
債
格
一
銭
五
j
六
分
か
ら
七
j

八
分
、
を
償
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

(

4

)

一
幅
建
に
つ
い
て
は
『
明
清
楢
案
』
順
治
九
年
五
月
一
騎
建
、
巡
按
王
鷹

元
掲
帖
、
『
明
清
史
料
』
己
編
第
三
本
順
治
一
一
一
一
年
二
月
二
日
一
騎

建
巡
撫
宜
永
貴
掲
帖
、
河
南
に
つ
い
て
は
『
槍
案
叢
編
』
順
治
一
三
年

閏
五
月
一
一
一
一
日
河
南
巡
撫
允
得
時
題
本
、
『
捲
案
叢
編
』
順
治
一
一
一
一

年
四
月
二
九
日
河
南
、巡
撫
允
得
時
題
本
、
な
ど
。

(
必
)
『
楢
案
叢
編
』
順
治
一
一
一
一
年
三
月
一
七
日
戸
部
向
書
戴
朗
読
題
本

に
引
用
さ
れ
た
順
治
一
一
年
の
江
南
の
銅
材
調
達
を
め
ぐ
る
報
告
。

〈
川
崎
)
『
清
貫
録
』
順
治
八
年
一

O
月
笑
亥
。

(
必
)
『
楢
案
叢
編
』
順
治
九
年
七
月
一
一
日
戸
部
向
書
車
克
題
本
。
ま

た
『
倦
案
叢
編
』
順
治
一
一
年
正
月
一
一
六
日
戸
郡
山
問
書
車
克
題
本

は
、
各
地
停
鋳
経
過
を
示
す
。

(
必
)
『
清
貧
録
』
順
治
一

O
年
六
月
己
未
。

〈
必
)
『
清
貫
録
』
順
治
一
四
年
九
月
己
巳
。
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(
U
〉
『
明
滑
稽
案
』
順
治

一
五
年
ご
一
月
督
理
京
省
銭
法
杜
篤
祐
掲
帖
。

(
必
)
『
光
絡
大
清
食
典
事
例
』
(
以
下

『
清
曾
奥
』
と
略
記
〉
巻
一
一
一
九

直
省
鼓
銭
。

(
品
目
)
同
前
。

(
印
〉
同
前
。

(
日
〉
『
歴
史
楢
案
』
八
四

l
一
康
県
八
年
一
一
月
一
一
日
刑
科
給
事

中
張
登
選
題
本
。

(
臼
)
同
(

ω

)

。

(
臼
)
『
清
禽
典
』
巻
一
一
一
九
直
省
鼓
銭
。

〈
M
)

『
皇
朝
文
献
通
考
』
各
一
一
一
一
銭
幣
一
順
治
五
年
。

(
白
山
)
『
明
清
楢
案
』
順
治
元
年
七
月
二
六
日
工
部
左
侍
郎
業
初
春
段
、

に
綴
る
と
、
一
雨
一
五

O
O文
で
あ
っ
た
銭
僚
が
一

O
八
O
文
に
ま
で

上
昇
し
た
。
こ
れ
が
順
治
二
年
に
新
銭
一

一同
七

O
O文
と
設
定
さ
れ
た

理
由
で
あ
り
、
こ
の
基
調
は
、
『
清
質
録
』
順
治
三
年
五
月
庚
皮
の
「
銭

漸
く
庚
く
、
醤
銭
日
び
に
賎
し
」
ま
で
は
繍
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
京
師
に
お
け
る
銭
債
の
推
移
を
示
す
資
料
は
左
記
の
と
お
り
。
順
治

八
年
正
月
二
七
日
一
一
同

一
四

O
O文
(
『
楢
案
叢
編
』
戸
部
向
書
巴
恰

納
題
本
)
。
九
年
五
月
二
八
日
一
一
間
二
ハ

O
O文
(
『
明
清
楢
案
』
一
陥
建

道
試
監
察
御
史
石
舷
泰
題
本
〉
。
九
年
七
月
一
一
日
一
雨
一
六

O
O文

(『
楢
案
叢
編
』
戸
部
向
書
車
克
題
本
〉
。
康
県
八
年
一
一
月
一
一
日
七

銭
一

0
0
0文
〈
『
歴
史
槍
案
』
八
四
|
一
刑
科
給
事
中
張
登
選
題

本
)
。
九
年
二
月
二
四
日
八
銭
一

O
O
O文
(
『
歴
史
構
築
』
八
四

l
一

戸
科
給
事
中
挑
文
然
題
本
〉
。
二
一
年
一

O
月
二
日
七
j
八
銭
一

O
O

O
文
(
『
歴
史
楢
案
』
八
四
1

一

巡
視
中
城
御
史
鞠
砲
題
本
〉
。

(
釘
〉
『
檎
案
叢
編
』
順
治
九
年
七
月
一
一
日
戸
部
向
害
車
克
題
本
。

(
回
)

(
臼
)

(
印
)

(

臼

)

『
清
貧
録
』
順
治
一
四
年
九
月
己
巳
。

銭
幣
。

『
皇
朝
通
典
』
巻
一

O

註
(
鈎
)
。

元 7，1664
2 I 44，3752 
3 I 62，4824 
4 I 133，3385 
5 1144，9494 
6 1109，6910 
7 1168，2425 
8 1243，0509 
9 1209，7633 
10 I 252，1664 
11 I 248， 8544 
12 I 241. 3878 
13 I 260， 4872 
14 I 234， 0871 
15 I 14，0174 
16 I 19，1806 
17 I 28，0394 
18 I 29，1585 

単位貫。貫未満

四捨五入

(
臼
)
彰
信
威
『
中
園
貨
幣
史
』
一
九
八
八
年
八
八
三
頁
。

(
臼
)
『
繕
案
叢
編
』
順
治
一
二
年
正
月
二
五
日
督
理
京
省
銭
法
戸
部
右

侍
郎
制
仰
木
山
題
本
に
は
、
順
治
一
一
年
分
の
冊
貨
泉
局
鋳
銭
の
牧
支
が
、
四

柱
式
で
詳
細
に
一
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一

O
年
か
ら
の
存
留
銅

一
四

一
高
齢
斤
に
一
一
年
の
新
牧
銅
三

O
二
高
除
斤
を
加
え
、
う
ち
二

二
O
寓
斤
を
用
い
て
、
工
料
を
含
め
て
二
四
高
七
人

O
人
質
の
銭
を
鋳

造
し
た
。
同
僚
に
『
檎
案
叢
編
』
順
治
一
三
年
二
月
一

O
日
督
理
京

省
銭
法
戸
部
右
侍
郎
朱
之
粥
題
本
に
よ
る
と
一
二
年
に
は
二
五
高
二
三

O
貫
除
、
同
順
治
一
八
年
三
月
一
日
戸
部
右
向
書
車
克
題
本
に
よ
る

と
、
一
七
年
に
二
三
高
二
一
二
四
貫
除
を
鋳
造
し
て
い
る
。

(
臼
〉
地
方
局
停
鋒
に
感
じ
て
順
治
八
年
か
ら
九
年
へ
、
一
四
年
か
ら
一
五

年
に
統
計
値
は
鋭
減
し
、
復
関
に
感
じ
て
一

O
年
に
増
加
し
て
い
る
。

こ
れ
は
師
団
銅
に
よ
る
薙
正
期
の
地
方
開
銭
に
も
安
常
す
る
。

(
臼
)
『
楢
案
叢
幅
削
』
順
治
八
年
正
月
二
八
日
江
南
総
督
馬
鳴
瓢
題
本
、
同

順
治
九
年
六
月
二
ハ
日
総
督
、
江
南
江
西
等
馬
図
柱
題
本
、
同
順
治
四
年

二
月
九
日
険
西
等
巡
撫
雷
輿
題
本
、
同
順
治
八
年
二
月
一
一
日
総
督
宣

大
山
西
等
終
養
量
題
本
、
な
ど
。
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(
伺
)
買
い
上
げ
銅
債
格
は
、
一
斤
六
分
五
厘
に
一
定
で
は
な
く
、
厳
銅
債

格
は
(
川
叫
〉
の
諸
史
料
な
ど
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
よ
り
も
低
い
水

準
で
各
種
の
段
階
が
あ
る
な
ど
、

鋳
息
と
鋳
造
額
と
の
正
確
な
比
例
を

損
う
要
因
は
多
々
あ
る
。

(
m
山
〉
『
明
清
史
料
』
己
編
第
三
本
順
治
一
一
一
一
年
二
月
二
日
一
陽
建
巡
撫

宜
永
貴
掲
帖
。

(
回
)
日
本
側
か
ら
の
資
料
に
よ
る
諸
研
究
の
結
果
が
、
任
鴻
一
章
『
近
世
日

本
と
日
中
貿
易
』
一
九
八
八
年
、
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
伺
〉
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
清
寅
録
』
各
年
末
の
鋳
銭
額
、
『
皇
朝
交

献
通
考
』
巻
一
四
銭
幣
二
、
の
巻
末
に
お
け
る
総
括
、
『
清
禽
典
』
戸

部
・
工
部
に
お
け
る
増
卯
・
毎
卯
銅
斤
教
の
推
移
な
ど
の
記
述
は
、
大

勢
と
し
て
一
致
し
て
い
る
。

(
m
N
)

他
の
時
期
の
捲
案
史
料
か
ら
み
て
、
開
鋒
決
定
か
ら
開
鋳
ま
で
に

は
、
一
年
前
後
の
期
聞
が
あ
る
。

(
礼
)
『
清
史
列
俸
』
巻
九
果
輿
幹
。

(
冗
)
『
清
史
列
停
』
巻
一

O
徐
乾
四
月
子
、
『
東
筆
鋒
』
康
照
二
四
年
七
月
、

『
康
照
起
居
注
』
二
四
年
五
月
二
目
。

ハ
m
M
)

『
東
華
録
』
康
照
二
七
年
一
一
月
。

(
日
)
『
康
隈
起
居
注
』
二
四
年
五
月
二
九
日
、
同
二
五
年
三
月
一
目
。

(
布
〉
『
清
史
列
傍
』
巻
=
活
承
動
。

(
苅
)
『
清
史
列
停
』
巻
一
一
一
粛
永
藻
。

(
打
〉
『
清
貧
銭
』
康
照
三
七
年
五
月
己
亥
。

(
花
)
『
清
史
列
停
』
巻
一
一
一
議
永
藻
。

〈mm
〉
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
一
四
銭
幣
二
。

(
卸
)
『
清
曾
典
』
巻
二
二

O
銭
債
。

(
飢
)
『
清
貧
録
』
康
照
六
一
年
九
月
戊
子
。

(
幻
〉
『
康
照
起
居
注
』
五
三
年
六
月
一
九
日
。

(
回
〉
『
宮
中
指
薙
正
朝
奏
摺
』
(
以
下
、
康
隈
朝
・
乾
隆
朝
な
ど
も
含
め
て

『
宮
中
檎
』
と
略
記
〉
薙
正
六
年
三
月
四
日
の
河
南
総
督
回
文
鏡
奏
摺

な
ど
に
引
用
さ
れ
た
議
旨
。

(
制
)
『
清
貧
録
』
康
照
四
五
年
四
月
己
亥
、
七
月
辛
酉
、
『
康
照
起
居
注
』

四
月
九
日
、
一
一
一
日
、
五
月
一
五
日
、
七
月
六
日
、
な
ど
。

(
お
)
『
皇
朝
文
献
逼
考
』
径
一
四
銭
幣
二
。

(
似
山
〉
『
清
賓
録
』
潅
正
元
年
七
月
壬
午
。
問
権
正
五
年
正
月
壬
子
。
『
宮
中

楢
』
薙
正
七
年
九
月
一
九
日
雲
南
総
督
都
爾
泰
奏
摺
。

(
同
町
〉
『
康
隈
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
会
編
』
康
県
五
四
年
一
一
月
六
日
四
川

巡
撫
年
襲
桑
奏
摺
。

〈
∞
∞
)
『
宮
中
稽
』
潅
正
三
年
五
月
二
六
日
雲
貴
総
督
高
其
俸
奏
摺
、
同

落
正
三
年
一
一
月
一
二
日
雲
費
総
督
高
其
俸
奏
宿
、
同
潅
正
四
年
三

月
八
日
雲
南
布
政
使
常
徳
欝
奏
摺
、
同
潅
正
七
年
一
一
月
七
日
雲

南
巡
撫
沈
廷
正
奏
摺
。

〈
鈎
)
『
宮
中
檎
』
薙
正
六
年
一
一
月
一
六
日
署
甘
粛
巡
撫
西
安
布
政
使

張
廷
練
奏
摺
、
同
潅
正
一
一
年
九
月
一
一
一
一
日
雲
南
巡
撫
張
允
隠
奏
摺

に
示
さ
れ
た
険
西
の
銭
貴
な
ど
。

(
叩
〉
『
宮
中
楢
』
指
揮
正
二
年
一
一
月
一
一
一
日
雲
貴
総
督
高
其
俸
奏
摺
。

(
m
m
〉
『
清
貧
録
』
薙
正
九
年
七
月
戊
辰
。

(
位
)
『
清
品
目
典
』
巻
一
二
四
緋
銅
、
『
清
貫
録
』
潅
正
四
年
正
月
己
未
、

同
五
年
九
月
乙
卯
、
な
ど
。

〈
回
)
『
皇
朝
文
献
通
考
』
各
一
五

〈
但
〉
同
前
一
一
一
年
僚
。

n
w
d
 

cu 

銭
幣
三
。
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(
町
四
〉
『
明
清
楢
案
』
薙
正
一

O
年
一
一
月
一
一
一
日
江
西
巡
撫
謝
国
文
掲
帖
。

(
M
m

〉
『
明
清
楢
案
』
薙
正
八
年
八
月
三

O
日
江
寧
巡
撫
罪
縫
善
掲
帖
に

よ
る
と
、
寅
泉
局
成
規
で
は
、
度
銅
一
二
高
斤
か
ら
、
工
料
を
含
め
て

一
高
二
四
人

O
賞
、
工
料
支
排
い
後
一
高
一
一
一
貫
除
を
鋳
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

(
釘
)
『
明
清
捲
案
』
薙
正
一

O
年
五
月
九
日
湖
南
巡
撫
越
弘
恩
掲
帖
。

(
M
m
)

『
宮
中
檎
』
薙
正
六
年
四
月
一
一
日
雨
康
総
督
孔
銃
砲
奏
摺
、
同
潅

正
七
年
三
月
三
日
署
理
庚
東
布
政
使
王
土
俊
奏
宿
。
ま
た
河
南
に
つ

い
て
は
、
『
宮
中
楢
』
薙
正
六
年
三
月
四
日
河
南
総
督
田
文
鏡
奏
摺
。

(

ω

)

『
清
食
録
』
年
末
の
鍔
銭
数
は
、
京
師
で
の
廃
銅
に
よ
る
鋳
銭
で
、

薙
正
中
期
に
増
加
し
て
い
る
が
、
九
年
と
一

O
年
に
、
各
々
一

O
五
高

賞
、
九
一
高
貫
と
突
出
し
て
い
る
。
地
方
の
厳
銅
に
よ
る
鋳
銭
が
組
み

入
れ
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

(
川
)
『
宮
中
櫓
』
薙
正
七
年
三
月
一
一
一
日
署
理
康
東
布
政
使
王
士
俊
奏
摺
、

同
薙
正
五
年
一

O
月
一
八
日
江
西
巡
撫
布
蘭
泰
奏
摺
、
な
ど
。

(m)
『
宮
中
楢
』
薙
正
五
年
正
月
二
八
日
蘇
州
巡
撫
陳
時
夏
奏
摺
、
同

薙
正
一
三
年
六
月
四
日
直
隷
総
督
李
街
奏
摺
、
前
掲
『
近
世
日
本
と

日
中
貿
易
』
。

(
川
出
)
薙
正
初
頭
に
お
け
る
狽
銅
生
産
の
依
然
た
る
不
充
分
は
、
『
宮
中
楢
』

薙
正
元
年
六
月
一
一
一
日
刑
科
給
事
中
越
殿
最
奏
摺
な
ど
。
曜
日
正
五
j

六
年
に
お
け
る
急
増
ぶ
り
は
、
『
清
貧
録
』
薙
正
五
年
六
月
戊
申
、
『
宮

中
槍
』
薙
正
六
年
四
月
二
六
日
雲
南
総
督
都
爾
泰
奏
摺
、
な
ど
。

(
問
〉
『
別
清
楼
案
』
乾
隆
二
年
七
月
一
一
一
日
大
皐
土
管
戸
部
張
廷
玉
題
本

に
よ
る
と
、
貿
泉
局
は
薙
正
二
ニ
年
に
は
入
四
人
高
徐
斤
、
乾
隆
一
克
年

に
は
一
五
二
三
高
齢
師
斤
の
銅
鉛
を
繰
り
越
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、

約
二
年
分
、
三
・
七
年
分
に
相
賞
す
る
。

(
胤
〉
『
明
清
楢
案
』
潅
正
八
年
八
月
三

O
日
江
寧
巡
撫
ヂ
縫
善
掲
帖
。

(
川
)
『
宮
中
檎
』
薙
正
一
一
一
一
年
間
四
月
一
三
日
蘇
州
按
察
使
郭
朝
鼎
奏

摺。

(
川
)
『
清
貫
録
』
潅
正
=
ニ
年
一

O
月
己
卯
。

(
削
)
銭
貴
と
そ
れ
へ
の
針
策
が
地
方
か
ら
上
奏
さ
れ
て
『
清
貫
録
』
に
牧

め
ら
れ
る
順
序
は
次
の
と
お
り
。
直
隷
元
年
一

O
月
戊
子
、
江
西
二
年

六
月
己
巳
、
江
蘇
二
年
一
二
月
是
月
、
湖
康
三
年
六
月
戊
成
、

蓋
湾
四

年
九
月
己
酉
、
新
江
五
年
正
月
甲
寅
、
河
南
五
年
四
月
丙
戊
、
一
服
建
六

年
六
月
辛
丑
、
快
西
・
山
西
六
年
九
月
己
卯
、
貴
州
九
年
五
月
辛
丑
。

銭
貴
深
化
と
針
策
報
告
は
勿
論

一
致
し
な
い
が
、
一
定
の
傾
向
性
が
み

ら
れ
る
。

(
川
川
〉
乾
隆
一
八
年
五
月
j
八
月
に
か
け
て
、
『
宮
中
指
』
に
は
、
全
圏
各

省
か
ら
の
銭
償
報
告
が
残
さ
れ
て
い
る
。
既
に
銭
貴
の
峠
を
過
ぎ
始
め

た
時
黙
で
の
報
告
で
あ
り
、
か
つ
銭
貴
報
告
を
廻
避
し
よ
う
と
す
る
地

方
官
の
一
意
一
国
が
随
所
に
み
ら
れ
る
が
、
経
済
水
準
に
比
し
て
銭
供
給
の

不
充
分
な
江
蘇
や
安
徽
に
高
く
、
四
川
・
貴
州
な
ど
に
低
い
傾
向
が
み

ら
れ
る
。

(
川
)
こ
の
関
の
京
師
祭
銭
動
態
に
つ
い
て
は
、
『
皇
朝
文
献
通
考
』
に
、

ほ
ぼ
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(
山
)
各
地
の
鋳
造
経
緯
に
つ
い
て
、
『
宮
中
指
』
『
清
貫
録
』
『
清
曾
典
』

『
皇
朝
文
献
通
考
』
な
ど
を
封
校
検
討
し
、
二
五
年
ご
ろ
の
鋳
造
定
額

を
推
計
し
た
の
が
左
の
表
で
あ
る
。
雲
南
に
つ
い
て
は
巌
中
卒
『
雲
南

銅
政
考
』
一
九
五
七
年
、
の
推
計
に
よ
っ
た
。
な
お
巌
氏
に
よ
る
と
雲

南
に
お
け
る
鋳
銭
ピ
ー
ク
は
乾
隆
三
二
年
の
九
二
高
賞
。
多
く
の
資
料
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は
臨
眼
鏡
額
で
、
寅
際
の
祭
出
額
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
時
に
工
料

抜
き
の
値
を
含
む
と
考
え
ら
れ
、
一
つ
の
目
安
に
過
ぎ
な
い
。

一
ゆ
一
泡
一

0
一
8
一
。
一

3
一

0
一

ο
一

8
一

0
一

0
一

9
一

0
一

L
o一いけ一

一
昭
一
吃
一

8
一
江
一
白
一
司
一
ゆ
一

ο
一
B
一

α
一

α
一
町
一

α
一
?
一

α
一
広
一

一
⑬
一

B
-
l
一
6
一
8
一
6
一
6
一
3
一
7
一
O
一
a
-
9
一

印

一

一

印

一

割

一

一
3
一
7
一
4
一
3
一
1
一
8
一
9
一
8
一
B
一
日
一
工
一
段
一

2
一

一
副
一
引

一

一瓜一

4
一
4
一弘一

L
一
丸
一
ふ
一
弘
一
ふ
一

4
一
弘
一
。
山
一
九
一
一
弘
一

4
一

一
λ
A

一

一

一

一

唱

A

一
噌
ム
一
一
一
旬
A

一

一

の
L

一勾
t

一宅
A

一

-

一

ra
-

-
1
一

一

一

一

一

-

一

一

一

一

一

一

一

一

一

3
-

一師
一隷
一
四
一
西
一
蘇
一
江
一
西
一
北
一
南
一
建
一
川

一南
一州
一東
一
酉
一
十

一

一
京
一
直
一
山
一
険
一
江
一
新
一
江
一
湖
一
湖
一
福
一
四

一雲
一貴
一康
一度
三
よ

(
山
)
『
康
照
起
居
注
』
五
三
年
正
月
二
一
目
。

(
山
〉
潅
正
期
に
お
け
る
私
鋳
銭
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
佐
伯
「
清
代
薙

正
靭
に
お
け
る
通
貨
問
題
」
に
詳
し
い
。

(
旧
)
『
清
貫
録
』
乾
隆
四
年
九
月
己
酉
。

(
山
〉
『
宮
中
楢
』
落
正
五
年
一

O
月
一
八
日
江
西
巡
撫
布
蘭
泰
奏
摺
。

〈
旧
)
『
宮
中
指
』
羅
正
一
一
一
一
年
八
月
四
日
湖
北
巡
撫
臭
藤
茶
奏
摺
、
『
清

貫
録
』
乾
隆
六
年
二
月
是
月
(
湖
康
総
督
那
蘇
圏
三
『
宮
中
楢
』
潅
正

三
年
三
月
一
日
一
喝
建
漕
州
線
兵
官
高
世
定
(
庚
西
に
つ
い
て
)
。
『
清

寅
録
』
潅
正
七
年
正
月
甲
戊
(
庚
西
左
江
銀
総
兵
官
斉
元
輔
)
、
『
宮
中

捲
』
薙
正
七
年
三
月
一
一
一
日
署
理
庚
東
布
政
使
王
土
俊
、
『
清
貫
録
』

潅
正
四
年
一

O
月
壬
午
(
山
西
線
督
伊
都
立
)
、
な
ど
。

(
出
〉
『
宮
中
指
』
潅
正
五
年
一

O
月
一
八
日
江
西
巡
撫
布
蘭
泰
奏
摺
に

よ
る
と
、
同
地
の
低
銭
は
一

O
O
O文
で
四
斤
ば
か
り
、
燭
銅
債
格
に

す
る
と
銀
二
銭
に
過
ぎ
ぬ
が
、
市
中
で
は
一

O
O
O文
五
銭
二

i
三
分

か
ら
七

l
八
分
で
通
用
し
て
い
た
。

(
山
)
『
宮
中
橋
』
薙
正
一
一
一
一
年
八
月
四
日

用
さ
れ
た
上
議
参
照
。
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湖
北
巡
撫
臭
騒
奈
奏
摺
に
引

(
凹
)
『
宮
中
楢
』
薙
正
八
年
正
月
一
三
日

貧
録
』
乾
隆
九
年
五
月
辛
丑
。

(
旧
)
『
顧
亭
林
文
集
』
巻
一
銭
糧
論
。

(
問
)
『
清
禽
典
』
巻
二
二

O
銭
債
。

(

m

)

以
上
、
『
清
曾
典
』
巻
二
ニ

O
搭
放
省
鈎
。

(
印
)
『
閲
世
編
』
巻
七
銭
法
。

(
問
)
『
歴
史
槍
案
』
八
四
|
一
康
照
二
一
年
一

O
月
二
日

御
史
鞠
璃
題
本
。

ハ
山
)
『
東
華
録
』
康
限
四
三
年
一
二
月
。

(
邸
)
『
宮
中
指
』
薙
正
三
年
一
二
月
一
一
一
一
一
日
総
理
戸
部
事
務
親
王
允
群

等
奏
摺
。

ハ
m〉
『
清
貫
録
』
薙
正
一
一
年
六
月
壬
子
。

(
即
)
『
清
貫
録
』
乾
隆
元
年
一

O
月
戊
子
(
直
隷
、
永
一
や
府
)
、
同
乾
隆
一

O

年
一
一
月
己
卯
(
隙
西
)
、
な
ど
。

ハ
別
)
『
宮
中
楢
』
乾
隆
一
七
年
九
月
二
一
日
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
、

同
乾
隆
一
八
年
五
月
二
日
署
理
山
東
巡
撫
楊
麿
環
奏
摺
。
ほ
か
に
銀

免
換
納
入
を
言
う
『
宮
中
楢
』
乾
隆
一
七
年
九
月
一
一
一
日
庚
西
巡
撫
定

長
奏
摺
、
『
清
貫
録
』
乾
隆
一
一
一
一
年
間
七
月
己
巳
(
山
東
)
。

(
問
〉
『
清
貧
録
』
乾
隆
五
年
四
月
丙
皮
。

(m〉
『
清
貫
録
』
乾
隆
六
年
九
月
己
卯
。
ま
た
註
(
凶
〉
乾
隆
一

O
年
一

一
月
己
卯
。

ハ
則
〉
兵
飴
へ
の
搭
放
に
は
一
雨
一

O
O
O文
の
公
定
銭
債
が
な
お
績
く

が
、
園
家
に
よ
る
銭
債
へ
の
影
響
力
行
使
の
面
か
ら
は
、
明
代
以
降
多

く
の
論
者
が
言
い
績
け
て
き
た
よ
う
に
、
放
出
よ
り
も
国
政
が
規
定
的

で
あ
る
。

雲
南
線
督
郭
爾
泰
奏
摺
、
『
清

巡
視
中
城
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(
問
)
『
情
質
録
』
乾
隆

一
九
年
四
月
是
月
。

(
閉
山
〉
『
清
貫
録
』

乾
隆
八
年
八
月
是
月
。

(山川)

『清
貫
録
』
乾
隆
二

O
年
八
月
是
月
。

(
郎
)
『
清
食
典
』
巻
一

一一
一O
銭
債。

(m〉
『
清
貫
録
』
潅
正
八
年
一
二
月
庚
成。

(
即
〉
『
清
貧
録
』
薙
正
九
年
七
月
戊
辰
。

(
問
)
『
清
・
貫
録
』
乾
隆
二
年
五
月
葵
丑
、
三
年
三
月
己
巴
、
三
年
六
月
甲
申
。

(
問
)

『
清
貫
録
』

乾
隆
一

O
年
正
月
辛
巳
。

(
川
)
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
一
三
銭
幣
一
。

(
川
)
『
清
食
典
』
傘
八
九
一

出
銭。

(
川
出
)
地
方
に
お
け
る
銘
銭
と
搭
放
の
バ

ラ
ン
ス
の
事
例
を
あ
げ
る
と
次
の

ょ
う
で
あ
る
。

庚
西
日
『
清
貫
録
』
乾
隆

一
四
年
八
月
乙
未

律
師
銭
九
蔦
六

O
O
O貫
|
↓
兵
飴
六
蔦
ニ
O
O
O貫
+
工
料
局
費
銭

一
高
三
六
八

O
貫
+
免
換
二
高

0
=二
入
賞
零
。

倣
西
日
『
清
貫
録
』
乾
隆
二
ハ
年
二
月
己
卯

鋳
銭
九寓一一
一六
一
八
寅
三

0
0零
|
↓
兵
飴
六
世
間
八
二
ハ
九
貫
四

O

O
文
+
工
食
雑
費
一
高
三
五
五
二
貫
+
免
換
一
蔦

一
八
九
六
貫
九

O

O
文。

(
凶
)
後
に
は
河
工
等
へ
の
搭
放
も
始
る
。

(
川
〉
『
滞
貨
銭
』
乾
隆
五
年
七
月
甲
氏
。

(
凶
)
例
え
ば

『
情
貫
録
』
乾
隆
二
年
一
二
月
是
月
、
五
年
六
月
辛
未
・
甲

戊
な
ど
の
江
蘇
漕
米
津
貼
耗
費
銀
な
ど
。

こ
の
際
も
地
方
官
街
に
銭
が

滞
留
せ
ぬ
よ
う
配
慮
さ
れ
た
。

(
川
〉
『
清
貧
録
』
厳
隈
四
五
年
四
月
己
亥
、
七
月
辛
酉
、
な
ど
。

(
川
〉
乾
隆
末
期
に
な
る
と
、
銭
債
下
落
の
た
め
免
換
も
園
滑
で

な
く
な

り
、
地
方
銭
ス
ト

ッ
ク
も
ま
た
、
か
な
り
の
量
で
形
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
(
『
清
貫
録
』
乾
隆
五
四
年
九
月
是
月
)
。

(
川
〉
『
清
貫
録
』
乾
隆
一
四
年
七
月
庚
午
に
あ
る
よ
う
に
、
寛
永
通
費
の

流
入
は
、
銭
貴
を
恐
れ
て
し
ば
ら
く
黙
認
さ
れ
た
し
、
『
宮
中
指
』
乾

隆

一
九
年
四
月
一

一
日
附
江
西
巡
撫
活
時
綬
の
、
般
禁
私
銭
の
-
請
を
、

皇
帝
は
官
銭
充
裕
こ
そ
が
解
決
策
と
し
て
否
定
し
、
こ
の
旨
各
督
撫
へ

指
示
し
て
い
る
(
『
清
貫
録
』
乾
隆

一
九
年
間
四
月
壬
子
)
。

(
川
川
)
前
掲
「
明
清
時
代
に
お
け
る
銭
流
通
の
愛
達
」
。

(
別
〉
前
掲
黒
田

「乾
隆
の
銭
貴
」。

(m〉
『
宮
中
播
』
乾
隆

一
八
年
七
月

一
一一
一日

署
南
江
総
督
甥
容
安
等
奏

摺
。

(
問
)
『
宮
中
指
』
乾
隆

一
七
年
九
月
六
日
直
隷
線
督
方
観
承
奏
摺
。

(
悶
)
『
宮
中
指
』
乾
隆
一
八
年
五
月
一

O
日
河
南
巡
撫
蒋
柄
奏
摺
。

順治14年地方局鋳息

銭局名 |鋳造期間 |息銀(雨)

山東省 正月-11月 3.2985 

山西省 正月-12月2日 1.1588 

臨清鎮 正月-11月 1. 4935 

陽和銀 正月-11月 1.0746 

河南省 正月-12月 8103 

快西省 正月-12月9日 1.1121 

湖庚省 正月-12月23日 1.1157 

宣府鎖 正月-10月25日 9257 I 

前ナ|・|鎖 正月-12月

漸江省 正月-12月 1.5220 

江南省 正月-10月 1.4799 

江西省 4月 1日-12月

計 14.9978 

附表A

-72-

『明清楢案』第33M J煩治15年12月

督理京省銭法杜篤祐掲帖より。雨未

満四捨五入。
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附表B 費泉局・江寧局及び順治8年停車草地方局等鍔息

銭局名| 期開 鍔息 期間 鐸息 期開 鍔息

費泉 克年 5 月 ~7 年移 101，2672爾~8年移 8，9287雨~9年終 8.3668両

江南 3 年 6 月 ~7 年移 93.0808商 ~8 年10月 7.2103雨~9年終 2.3982両

臨清 2 年 5 月~7 年移 5，5706爾~8 年10月 1， 3833雨

密鎮 2 年 5 月~7 年11月 1.9498雨 7 年12月~8 年10月 2043雨

繭鎮 7年12月 ~8年10月 1991雨

陽和 7 年 2 月 ~7年移 5613両~8 年10月 8084爾

宣府 元年11月~7 年終 7.2100雨~8年10月 6946雨

鄭褒 5 年10月 ~6 年11月 1.1453雨 7 年11月 ~8 年11月 9963雨

知j州 5 年 4 月 ~7 年 6 月 1.0741雨~8年 7 月 6081雨

延綬 3 年 6 月 ~4 年 4 月 2648雨

大同 元年10月 ~5 年 6 月 11.8327雨

甘粛 4 年 6 月 ~4年 9 月 1641雨

『槍案叢編』順治11年正月26日 戸郡白書草克題本より。銭以下四捨五入。
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文原槽(ｏｗned by the National Palace Museum at Taipei), which was

published as Ｃ八沁Ｍむz Chou Tangm満洲槽. Many things in this period

are clarifiedthrough Yuan Tang. To ｅχamine Lao Tang, l investigated

Huang Tzu Tang黄字槽，ａ collection of eiehe (rescripts) in Yiian

Tang.

　

As

　

ａ result l pointed out the need to clarify　lateramend-

ments, such as unknown deletions,rewritings, corrections,and so on. To

reexamineＬａｏ Ｔａｎｇwhich records the amendments made to Huang Tzu

Tang, we must restore the original copy of Huang Tzu Tang without

these amendments and clarify the age when it was amended. While l

restored the ejehe about Asan brothers in Huang Tzu Tang supposed to

be the one of the 11th year of T'ienming 天命bｙ£α・Υang and clarified

the process of amending toit,ｌ compared theircareers.　Then the following

becomes clear. Huang Tzu Tang is likely to have been copied in the

8 th month of the 10th year of T'ienming. It is clear that the amendments

made to it reached the 8 th month of the 3 rd year of T'ients'ung 天聴.

The ejehe of Huang Tzu Tang tells the situation of the 3 rd year of

Ｔ゛ients゛ungagainst the accounts o£ｈａｏ　Ｔａｎｇ･

THE STATE AND CASH IN THE EARLY QING PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　

Adachi Keiii

　　

When the Ming dynasty adopted the silver finance and gave up the

system of returning cash to the national finance,the confidence to the cash

was lost and the circulationof cash was on the verge of dissolution. The

situationrose that privately minted cash overflowed on the market, and

specificcash was preferred within narrow areas, with unstable fluctuation.

It became clear that cash did not circulate but that low-grade silver,rice,

salt and so on circulatedｅχceptadvanced areas.　During the three hundred

years from the middle Ming period to the middle Qing period, the circula-

tion of cash was ｒｅｅχpandedwhile silver was the　standard of value.

While the cash control by the Qing dynasty was not trusted fully and the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



coinage of cash in the provinces continued to be passive, the circulation

of cash came to ｅχpand the privately minted cash from the outskirts of

advanced areas.　　Moreover　thisexpansion was the process without the

structure of trusting cash through payment to the state as it had been,

and that the formerly cash, which attached the greatest　importance　to

payment to the state,came to regenerate as the distributionmeasure backed

by the rural market under the system of the one-sided supply of cash.

THE CHINESE INDUSTRIAL COOPERATIVE

　　

MOVEMENT IN THE SHAN･GAN-NING

　　　　　

BORDER REGION 陵甘寧逞酉

KiKUCHI Kazutaka

　　　

The Chinese Industrial Cooperative Movement (C. I. C.) was an in-

dustrial production movement founded to resist the Japanese invasion in

August, 1938.　It was characterised by having the democratic faction as

its nucleus, involving both the Nationalist and the Communist parties and

serving as an Anti Japanese United National Front. This study focuses

on the background of founding, the development and the significance of

the C. I. C. in the Communist Party area in contrast with the Nationalist

Party areas, and the results can be summarised as follows:

（1）Ｔｈｅ C. I. C. played an important role in the formation of an industrial

　　　

base in the Communist Party area.

（2）Ａｓ ａ United Front Organization it was able to elicit support and

　　　

ｃｏａχfunds from merchants and landlords.

（3）Ｄｕｅ to over strong ties with the Communist Party government, in-

　　　

dependent management by the C. I. C. retroceded to ａ greater ｅχtent

　　　

than in the Nationalist Party areas.

（4）lt played an especially important role in the fields of chemicals, pa-

　　　

permaking, drugs and other manufactures, and these activities grew

　　　

to become the major industries of the Communist Party area.

- ３－


